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午前９時００分開議

○議長（足立 喜義君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、延会といたしました会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（足立 喜義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名いたします。

８番、青砥日出夫君、９番、細田元教君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（足立 喜義君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 議案第２２号 から 日程第１５ 議案第３４号

○議長（足立 喜義君） ５日の会議に引き続き、町長より提案理由の説明を求めます。

この際、日程第３、議案第２２号、平成２４年度南部町一般会計予算から、日程第１５、議案

第３４号、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計予算まで一括説明を受けたいと思いますが、
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これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第２２号から日程第１５、

議案第３４号までを一括して説明を受けます。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君）

議案第２２号

平成２４年度南部町一般会計予算

平成２４年度南部町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５３０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０

００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費は除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文
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平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

内容でございます。この当初予算の説明資料に基づきまして説明をさせていただきます。個別

事項は、また、委員会の方でさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。

まず、予算編成の概要でございます。

昨年３月１１日の東日本大震災以降の経済不況や欧州を中心とした通貨不安の影響による急激

な円高など、日本経済の危機的な状況が続き、不況の一層の深刻化、長期化が懸念されています。

景気の回復が進まず、不透明な経済環境が続く中、歳入の７０％以上を依存財源に頼る本町にと

っては、交付税一本算定に耐え得るために今まで以上に歳出抑制に取り組む大変厳しい予算編成

となりました。

国の平成２４年度地方財政への対応に当たっては、「平成２４年度予算の概要要求組み替え基

準について」、これは平成２３年９月２０日閣議決定となっておるものでございますが、これに

基づき、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、通常収支分については、財

政運営戦略に基づき定める中期財政フレームに沿って、社会保障関係費の自然増や地域経済の基

盤強化などに対応する財源を含め、交付団体初め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一

般財源総額を平成２３年度地方財政計画と実質的に同水準となるよう確保することを基本として

所要の対応を行うこととなりました。

しかし、今後の国の動向によっては、ますます厳しい財政運営をしていかなければならないと

予想されます。平成２４年度の予算編成に当たっては、厳しい財政状況や財政見通しを踏まえ、

これまで実施してきた事業の評価を行った上で、常にその必要性などを原点に立ち返って、ゼロ

ベースの視点から見直す形で取り組むこととし、費用対効果の低い事業の見直しや廃止⋞事業の

繰り延べなどさまざまな工夫を行ったところです。また、一方では重点項目として上げている事

業については、予算を重点的に配分しながらめり張りのある予算編成に心がけました。

平成２４年度一般会計予算案の規模は、臨時的に町有地売却に伴う財産収入を起債償還に充て

るための繰出金約１億７，０００万円余りが計上されたことにより、６５億３，０００万円で前

年度に比べ５，２００万円、０．８％減となり、ほぼ前年と同額の予算規模となりました。投資

的事業では、特定財源の確保や適切な管理のもとに起債を活用するなど、確実な財源対策に基づ

き着実な事業執行を行うこととしています。

しかし、人件費の削減分や事務事業の見直し効果を上回る規模で生活保護費や、国民健康保険

事業、後期高齢者医療特別会計への繰出金等の一般行政経費が増加となっています。財源不足額
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については、３億７，０００万円余りで財政調整基金や減債基金等の取り崩しで補うこととしま

した。しかし、こうした基金の活用にも限度があることから、今後も収支均衡型の財政運営の実

現に向けて、引き続き、行財政改革努力を継続していかなければなりません。

主要事業ということで２ページの方に書いております。まず、人と環境にやさしいまちづくり

ということで、新規事業でカーボンクレジットＰＲ事業。これはカーボンクレジットにより得た

収入でカーボンクレジットのＰＲ看板を設置するものでございます。水切りバケツ全戸配布事業

ということで、町内全世帯に水切りバケツを配布し、ごみの含水率の減少に取り組むものでござ

います。

以下、継続になりますので事業名のみ話します。自然エネルギー導入促進事業。金額を抜かし

ておりました。カーボンクレジットについては１８万円。水切りバケツが３９９万９，０００円。

継続になります。自然エネルギー導入促進事業でございますが、２００万４，０００円でござい

ます。住宅用太陽光発電システム設置事業６００万４，０００円。南部町産材活用家づくり促進

事業でございます。６７万円。定住促進事業、これは奨励金の部分でございますが、７８０万円。

雇用対策でございます。今回は７事業で１２人の雇用を考えておりますが、２，６００万円とな

っております。

２番目の安心⋞安全のまちづくりでございます。公設民営保育園運営事業でございます。これ

は、さくら、つくし保育園の運営を指定管理委託し、保育サービスの充実を図るものでございま

す。１億８，２８８万８，０００円でございます。がん征圧推進事業でございます。がん検診の

受診率５０％を目標とした取り組みを進めるものでございまして、４６万５，０００円としてお

ります。また、不妊治療費助成事業でございます。これは不妊治療のうち体外受精、顕微授精、

人工授精に要する費用の一部を助成するものでございまして、４７万７，０００円。橋梁長寿命

化改修事業でございます。これは橋梁修繕計画に基づき、町内３７橋梁のうち本年度は１１橋梁

の補修を実施するもので、３，４００万円を計上しております。防災行政無線デジタル化改修事

業でございます。防災行政無線デジタル化に向けて設計業務を委託するもので、１，５６２万４，

０００円。また、防火水槽新設事業でございますが、これは耐震性の防火水槽を２基新設します。

１，２８５万１，０００円を計上しております。地域防災計画⋞防災マップ改訂事業、これは町

の地域防災計画並びに防災マップの見直し作業を行うもので、８００万円を計上しております。

水道統合事業でございます。これは水道の安定給水を目的に水道統合事業を実施するための支援

をするものでございまして、４，８１９万７，０００円を計上しております。

以下、継続になりますが、ライフサイエンス推進事業で、１，５８８万２，０００円。保育料
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軽減事業でございます。これは２，０００万円を軽減をしております。保育リーダー事業でござ

います。２３９万７，０００円。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業９６３万２，０００円。

交通安全施設整備事業１４５万９，０００円。防犯対策事業２６９万６，０００円。コミュニテ

ィバス運行事業２，４６９万５，０００円。人工透析患者通院費助成事業でございます。７２万

円。災害遺児手当支給事業４万８，０００円。インフルエンザワクチン接種事業８３９万３，０

００円を計上しております。

３ページ目に移りますが、３番の教育⋞文化のまちづくりとしまして、吉本新喜劇南部町公演

事業です。町民の方にも参加をいただき、古事記を題材とした吉本新喜劇を上演するものでござ

います。４００万円でございます。総合型地域スポーツクラブ支援事業でございます。総合型地

域スポーツクラブに支援を行い、町民のスポーツ環境の充実を図るもので、２３０万円を計上し

ております。学力向上ステップ事業。学力向上のための講演会などを行い、地域とともに子供の

学力向上に取り組むものでございまして、１００万円を計上しております。南部中学校バリアフ

リー化改修事業。安全で安心な開かれた学習空間を確保するために、バリアフリー化改修として

エレベーター設置やトイレの改修を行うもので、６，８８２万円を計上しております。法勝寺電

車保存修理事業でございます。西伯小学校に保存⋞展示されている法勝寺電車の全面的な塗装⋞

改修を行い、貴重な歴史遺産として保存するものでございます。５２４万円を計上しております。

小学校遮熱ブラインド⋞天井扇設置事業でございます。町内の小学校に防暑対策として遮熱ブラ

インド⋞天井扇を設置するもので、５６７万円を計上しております。外国指導助手（ＡＬＴ）で

すが、これの配置事業でございます。外国語指導助手を１名増員配置をしまして、小⋞中学校の

外国語活動の充実を図るものでございます。１，０５１万７，０００円を計上しております。特

別支援教育総合推進事業でございます。これは中学校単位（保育園から小⋞中学校）で、特別支

援教育の連携システムの構築を図るもので、８４万円を計上しております。

継続事業になりますが、スクールソーシャルワーカー活用事業でございます。１１８万７，０

００円を計上しております。

４番目の産業振興で活気みなぎるまちづくりということで、古事記編さん１３００年再活の町

南部町事業です。これは古事記編さん１３００年をきっかけに再活の町南部町をＰＲするもので、

１，９８０万８，０００円を計上しております。農業振興大会の開催事業でございます。これは

農業各分野の表彰や事例発表、記念講演などを行うもので、２２万５，０００円を計上しており

ます。６次産業化総合支援事業ということで、みずから生産から販売までを行う６次産業化に取

り組む農林漁業者を支援するものでございます。５０９万９，０００円を計上しております。全
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国植樹祭準備事業ということで、平成２５年度に花回廊で行われる全国植樹祭に向けて、沿道の

景観対策やプランター植栽を行うもので、６３７万９，０００円を計上しております。地域に根

づくジビエ料理推進事業でございます。これはイノシシ解体処理施設新設を契機にジビエ料理の

特産品化を目指すものでございます。３７万円を計上しております。また、南部町オリジナル切

手製作事業でございます。これは町をＰＲするためオリジナル切手を作成するもので、８４万円

を計上しております。南部町山菜会東京開催事業ということで、東京で町の山菜料理を提供する

ことで町の知名度アップを図っていくものでございまして、７万９，０００円を計上しておりま

す。

以下、継続事業になりますが、古事記編さん１３００年ＰＲ大使７８万円。戸別所得補償制度

推進事業でございます。３４１万８，０００円。汗かく農業者支援事業３００万円。じげの職人

支援事業７４万円。就農条件整備事業が５０万円。プレミアム商品券事業５００万円を計上して

おります。

４ページの方に移ります。住民参画で持続する町と地域のまちづくりとしまして、地域づくり

団体全国大会分科会開催事業でございます。これは地域づくり団体全国研修交流会鳥取県大会の

分科会を南部町で開催し、全国からの参加者に南部町の取り組みをＰＲするものでございまして、

９万７，０００円を計上しております。

以下、継続になります。南部町人会交流事業が２３万４，０００円。鳥取大学連携事業が１９

万２，０００円。地域振興交付金事業が５，３５０万７，０００円。ジゲの道づくり事業７００

万円を計上しております。

６番目は再掲載ということで、雇用対策を載せております。会議録作成業務６３５万８，００

０円。それから、古事記編さん１３００年再活の町南部町事業で、４４９万６，０００円。がん

征圧推進事業で、２０９万１，０００円。総合型地域スポーツクラブ支援事業として、４５０万

１，０００円。法勝寺電車関連資料整理事業ということで、２０４万５，０００円。図書館利用

困難者支援事業ということで、２２９万４，０００円。除籍データ化事業としまして、４２１万

５，０００円。合わせました２，６００万で１２人の雇用を行うものでございます。

続きまして、予算規模の方に移ります。５ページになります。予算規模の比較ということで、

一般会計から特別会計を載せております。

まず、一般会計でございますが、本年度予算、先ほど申しましたように６５億３，０００万円、

昨年に比べまして５，２００万円の減、前年比では９９．２％となります。いわゆる０．８％下

がったということでございます。
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国民健康保険事業特会でございます。１２億８，５４７万７，０００円、これも１，２２７万

３，０００円の減、９９．１％になっております。

住宅資金貸付事業特別会計でございます。２５１万８，０００円で、昨年比で５５１万９，０

００円の減となっております。

農業集落排水事業特別会計でございます。２億３，８３８万９，０００円となりまして、昨年

比で１，４０２万円の減となっております。

建設残土処分事業特別会計でございますが、２５万５，０００円で、これは昨年と変わりはご

ざいません。

浄化槽整備事業特別会計でございますが、５，３８０万８，０００円、昨年比で１，７１２万

４，０００円の減となっております。

公共下水道事業特別会計１億８，９４９万円としておりまして、昨年比で５３９万３，０００

円の増となっております。

介護サービス事業特別会計でございます。１億７，１５５万７，０００円、昨年比で１億４，

００３万９，０００円の増となっております。これは土地代の起債の償還がございますので、大

幅な増となっております。

墓苑事業特別会計でございます。２０６万３，０００円、昨年比で２３９万８，０００円の減

となっております。

後期高齢者医療特別会計でございます。１億２，８３６万４，０００円で、１，２１４万６，

０００円が増となっております。

以下、先ほど申しましたことがグラフの方に載っておりますので、また、確認をしていただき

たいと思います。

続きまして、６ページに移ります。基金の推移ということで、１６年度末から平成２４年度末

の見込みまでを書いております。基金残高、一番上のところに合計額が出ておりますけども、２

４年度末の見込みが２２億８，５８９万３，０００円となります。これは昨年度見込みからしま

すと３億５，６３５万７，０００円が減っておりますが、これは財源不足がございますので、そ

ちらの方に崩すということでございます。

７ページに移ります。予算の分析でございます。歳入予算でございます。町税でございますが、

２４年度の予算額でございます。８億８，９８２万７，０００円としておりまして、これは昨年

から見ますと１，２４９万７，０００円の増としております。

また、地方譲与税でございますが、８，４５５万５，０００円で、３２２万５，０００円の増
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となっております。

利子割、配当割はちょっと省略をさせていただきまして、地方消費税交付金でございます。９，

０８３万１，０００円を計上しておりますが、昨年に比べまして１３２万９，０００円の減とし

ております。

以下、４つほど省略をさせていただきまして、今度は地方交付税でございます。３０億５，０

００万円を計上しております。これは昨年に比べまして４，０００万の減としております。

１つ飛ばしまして、分担金及び負担金のところでございますが、１億３，４５３万５，０００

円を計上しておりますが、昨年に比べますと１８２万９，０００円の増となっております。

国庫支出金でございますが、４億７，４６１万１，０００円を計上しておりますが、昨年に比

べますと５，５７３万７，０００円の減となっております。

県支出金でございますが、５億２，５９９万８，０００円、昨年比で１億１，７００万円の減

となっております。

２つほど省略させていただき、繰入金でございますが、３億７，０６３万円を計上しておりま

す。これは昨年に比べますと１，９６９万８，０００円の減となっております。

町債の関係でございます。４億８，６００万円を計上しております。これは昨年に比べますと

１，２３３万円の減となっております。

今、申しましたのが下の円グラフの方に構成比といいますか、でお示しをしたものでございま

す。２番目の円のところに自主財源と依存財源の比率を明示しております。今の結果、自主財源

が２７．３％となっております。それから、依存財源の方は７２．７％となっております。

下段の方に増減の主なものとして上げております。町税でございますが、個人町民税が２，９

３４万５，０００円の増としております。括弧の中に数字が２３の数字から２４の数値に示して

あります。その差が２，９３４万５，０００円というふうに見ていただきたいと思います。また、

固定資産税につきましては、減額の２，７０６万８，０００円となっております。

繰入金でございます。減債基金５，３００万円の減額でございます。公共施設整備基金２，８

３８万円、これは増となっております。この基金でございますが、これは公園整備の関係の、東

西町運動公園の関係の基金でございます。

諸収入で、中小企業貸付金元利収入７８７万３，０００円の減額となっております。

地方交付税につきましては、普通交付税が７，０００万円の減、それから、特別交付税につき

ましては３，０００万円の増、合わせたものは４，０００万円の減額、先ほど申した額でござい

ます。
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国庫支出金の関係でございますが、大きいものだけを説明させていただきます。子どものため

の手当負担金というもので、１億１，１６１万円増となっております。これに対しまして、子ど

も手当負担金というのが２３年はございましたが、これは１億８，５５６万８，０００円の減と

なっております。２つ飛ばしまして、社会資本整備総合交付金でございます。６，５７８万６，

０００円増額となっております。地域活力基盤創造交付金でございますが、これは６，１１０万

円の減。これは名称が社会資本整備の方に変わったということで、御理解をいただきたいと思い

ます。

下段の方に移ります。財産収入ということで、町有地等売り払い収入。これは１億７，１５５

万５，０００円の増となっております。これはゆうらくの敷地を売却するものでございます。

今度は、右の表に移ります。県支出金ということで、子どものための手当負担金ということで、

４，２１１万４，０００円を増額をしております。反面、子ども手当負担金ということで、２，

５１８万円は減額としております。介護基盤緊急整備事業補助金でございますが、これは３，０

００万円、これは２３年度事業ということで、３，０００万円の減額でございます。緊急雇用創

出事業補助金でございます。昨年に比べますと２，３６５万２，０００円の減額となっておりま

す。ふるさと雇用再生特別交付金でございますが、これは２４年度廃止となりましたので、５，

１５７万６，０００円の減額となっております。竹林整備事業補助金でございますが、これは事

業の縮小がございまして、２，２０７万３，０００円の減額となっております。下から３段目の

方に移ります。地籍調査補助金でございますが、これは１，０２０万円の増としております。

町債でございます。臨時財政対策債が３，５５７万円の増としております。それから、防災行

政無線デジタル化改修事業で新設となりますので、１，５６０万円。それから、学校施設整備事

業が５，９８０万円の減額でございます。これは、２３年度には会見二小の体育館等がございま

した。これが終わりましたので減額となっております。水道統合事業でございます。２，４００

万円が新設となっております。

譲与税⋞交付金でございますが、これは地方特例交付金として、１，７２４万７，０００円の

減額となっております。

８ページに移ります。歳出を目的別にまとめたものでございます。総務費の関係でございます

が、１２億４，６５８万円、昨年に比べますと８，１９７万６，０００円の減額となっておりま

す。

民生費でございますが、２０億７，３１５万４，０００円を計上し、昨年比較で１億６，６１

９万１，０００円の増となっております。
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また、衛生費でございますが、６億４，９３５万５，０００円、９，０７９万９，０００円の

増となっております。

農林水産業費でございますが、５億２０８万２，０００円を計上しております。昨年比で３，

５４４万円の減額となっております。

１つ飛びます。土木費でございますが、３億６，４４７万８，０００円を計上しております。

これは昨年に比べますと６，２３４万１，０００円増額をしております。

消防費の関係でございます。６，５２９万２，０００円を計上しております。これは昨年比較

で３，６４２万１，０００円の増としております。

教育費の関係でございますが、５億２，８８９万６，０００円を計上しております。昨年比で

６，３０９万円の減額となっております。

公債費の方に移ります。９億４，９３３万５，０００円の計上で、昨年比で２億４，４６７万

８，０００円の減となっております。

下段の方に歳出の構成を載せております。これはこういうバランスだということで見ていただ

きたいと思います。

下段の方に増減の主なものということで、それぞれ載せております。民生費の関係でございま

すが、介護保険対策事業ということで、事業が縮小しております。１，８３９万６，０００円の

減としております。介護基盤緊急整備事業でございますが、これは２３年度事業ということで、

３，０００万円が減となっております。介護サービス事業特別会計繰出金でございます。１億７，

１５５万７，０００円の増としております。これは町がゆうらくの土地を受けて、それを繰り出

すものでございますので、全額がふえております。続きまして、１つ飛びます。児童措置事務費

でございます。１億４０９万９，０００円の減となっております。子どものための手当というこ

とで、昨年は子ども手当と呼んでおりますが、ことしは子どものための手当ということで、その

差が３，９９６万４，０００円の減となっております。また、公設民営保育園運営事業でござい

ますが、これは新設となっておりますので、１億８，２８８万８，０００円の増となっておりま

す。そこにまとまりましたので、つくし保育園の運営事業と、保育士等報酬⋞賃金、さくら保育

園の運営事業、保育士等報酬⋞賃金の事業につきましては減額となっております。生活保護扶助

費でございますが、４，５７１万７，０００円、大幅に増加をしております。

総務費でございます。西部広域行政管理組合の方が、負担金がやや下がっておりますので、１，

７４６万１，０００円の減となっております。それから、天萬庁舎多目的利用施設化事業でござ

いますが、これは完了しておりますので、２，４４１万６，０００円の減額となっております。
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ふるさと雇用再生特別交付金事業５，１５７万６，０００円の減額になっております。退手組合

負担金でございますが、これは退職者が多くなっておりますので、３，５０１万１，０００円の

増となっております。

公債費でございます。地方債等償還元金でございますが、２億２，６７９万３，０００円の減

となっております。また、利子につきましても１，７８８万３，０００円の減となっております。

右の方に移ります。教育費になります。南部中学校バリアフリー化改修事業が２４年に新設に

なります関係で、６，８８２万円の増となっております。また、外国指導助手配置事業でござい

ます。これは１人分ふえておりますので、５３２万８，０００円の増となっております。会見第

二小学校体育館増改築事業でございますが、これは完成をしておりますので、１億３，９０８万

９，０００円が減額となっております。小学校遮熱ブラインド⋞天井扇設置工事５６７万円、法

勝寺電車保存修理事業５２４万円、これはいずれも２４年度新規事業ということでふえておりま

す。

衛生費の関係でございます。ライフサイエンス推進事業ということで、１，５８８万２，００

０円ふえております。ここで上がってきますけども、事業については２３年度からの事業となっ

ておりますので、当初予算の比較でいいますと１，５８８万２，０００円の増ということでござ

います。水切りバケツ全戸配布事業が３９９万９，０００円、水道統合事業が４，８１９万７，

０００円でございますが、これはいずれも新しく平成２４年度の新規事業でございますので増額

となっております。

農林水産業費に移ります。チャレンジプラン支援事業１，０５２万６，０００円の減となって

おります。これは事業が縮小しております関係で減額となっております。それから、次世代につ

なぐ地域農業バックアップ事業は事業がふえておりますので、１，０７３万６，０００円。また、

６次産業化総合支援事業につきましては平成２４年度事業ということで、５０９万９，０００円

の増となっております。しっかり守る農業基盤整備事業１，７４０万円。これは事業規模が拡大

をしております。地域調査事業２，３３８万８，０００円。これも事業拡大でございます。松く

い虫被害立木伐倒駆除事業でございますが、これは２３年限りの事業ということで、１，１８４

万９，０００円の減となっております。竹林整備事業が２，２０７万３，０００円の減となって

おりますが、これも事業が縮小しております。解体処理施設新設事業が１，４９６万３，０００

円。これは２３年度に完了しておりますので減額となっております。全国植樹祭準備事業という

ことで、６３７万９，０００円を計上しておりますが、これは２４年度新規事業でございます。

土木費でございます。町道天万寺内線改良事業でございますが１，５１５万８，０００円の減。
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それから、町道赤猪岩神社線改良事業が平成２３年度で終わります関係で、３，０７２万４，０

００円の減。それから、町道★牛線改良事業１，４００万円、町道賀祥今長線改修事業１，２０

０万円、いずれも平成２４年度新規事業でございます。町道ニュータウン線改良事業、これは事

業拡大でございまして、１，０４２万３，０００円。また、鎌倉線改良事業９００万円、橋梁長

寿命化改修事業３，４００万円、東西町公園整備事業４，９００万円、これはいずれも平成２４

年度の新規事業になりますので、増額となっております。町営住宅建設改良事業でございますが、

これは平成２３年度で終わっておりますので、２，１３０万９，０００円の減となっております。

商工費の関係でございますが、古事記編さん１３００年再活の町南部町事業で、１，９８０万

８，０００円。これは２４年度新規事業となります。

消防費でございますが、防災行政無線デジタル化改修事業ということで、１，５６２万４，０

００円、防火水槽新設事業２基分としておりますが、１，２８５万１，０００円、地域防災計画

⋞防災マップ改訂事業ということで、８００万円が増額となっております。これはいずれも平成

２４年度の新規事業ということで増額となったものでございます。

９ページの方に移ります。今度のまとめは性質別ということでまとめております。まず、義務

的経費でございますが、上段の方に上げております。２８億６，３０１万３，０００円でござい

ます。昨年比で２億９，１８９万２，０００円の減となっております。主なものは、公債費が９

億４，９３１万８，０００円で、昨年比で２億４，４９９万７，０００円の減となっております。

中段のところに投資的経費ということでまとめております。４億５，０８９万４，０００円を

計上しております。これは昨年比で１億１，６６１万１，０００円の減となっております。

その他の経費でございますが、３２億１，６０９万３，０００円、３億５，６５０万３，００

０円が増となっております。これは繰出金が８億２，２６３万２，０００円、これが昨年比で２

億１，３６６万１，０００円増となっております。それから、貸付金、投資及び出資金というこ

とで、６，３３６万７，０００円を計上しております。これが昨年比で４，０７６万８，０００

円の増となっておるものでございます。

下段の方に、それの構成円グラフをつけております。その中ほどに義務的経費、それから投資

的経費、その他の経費という、先ほど申しましたものを円グラフの方に示しております。義務的

経費としまして４３．８％となっております。また、投資的経費が６．９％、その他の経費とし

まして４９．３％という状況でございます。

増減の主なものにつきましては、先ほどの目的別の方と非常に同じようなことになりますので、

ここでの説明は省略をさせていただきたいと思います。
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以上、説明をいたしました。審議のほど、よろしくお願いをいたします。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。議案第２３号、平成２４年度南部

町国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。

議案第２３号

平成２４年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

平成２４年度南部町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２８５，４７７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

そういたしますと、まず、歳出の方から説明いたしますが、その前に若干、一般事項について

御説明いたします。被保険者の状況でございますけども、一般被保険者につきましては平均２，

６７６人、退職被保険者が平均３２５人と、ほぼ横ばいの傾向にございます。年齢的には、７０

歳未満の方の占める割合が若干ですがふえてきておりまして、７０歳から７４歳の方が減少する

傾向にあります。

当初予算につきましては、歳出については２３年度の実績を参考に計上しておりまして、歳入

については、歳出総額から国、県支出金見込み額、一般会計からの繰入金見込み額、その他収入

見込み額を引いた残りを保険税として計上させていただいたということでございます。税率につ

きましては、５月の本算定におきまして２３年度所得の確定などを待って、再度計算させていた

だくことになります。

それでは、歳出の方から御説明いたします。１３ページをお開きください。１款、１項、１目

一般管理費でございますが、６６４万４，０００円でございます。これはレセプト点検医の賃金、

電算処理事務の委託料の経費でございます。

次に、徴税費、運営協議会費につきましては省略いたします。

１４ページの２款、１項、１目から５目までにおきましては、療養給付に係る費用でございま
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して、過去の状況を勘案しながら前年度実績を参考に計上いたしたところでございます。

２項の高額療養費に係る費用についても先ほどと同様に、過去の状況を勘案しながら前年度実

績を参考に計上させていただきました。

はぐっていただきまして、３項の移送費でございますが、これは例年給付実績はございません

けども昨年と同様に、あった場合のことを考えまして計上させていただいてるところでございま

す。

４項の出産育児諸費でございますが、これは６人分を計上させていただきました。

次の１６ページでございますが、５項の葬祭諸費でございますが、２０件分を計上させていた

だいております。

それから、３款の１項後期高齢者支援金等でございます。１億３，４０４万７，０００円を計

上いたしました。これは後期高齢者医療保険、これは７５歳以上でございますが、国、県のほか、

各種保険者からの拠出金により賄われておりまして、基準額に被保険者数を掛けて負担分を計算

させていただいたものでございます。

４款につきましては、説明を省略させていただきます。

５款介護納付金５，６９５万５，０００円につきましては、第２号被保険者に係るものでござ

います。これは４０歳から６４歳の方に当たります。

６款の共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金から次ページの３目保険財政共同安定化事業拠

出金まで、合計いたしますと１億５，８８５万３，０００円でございますが、これは市町村間の

保険料の平準化や財政の安定化を図るために県単位で１件当たり８０万円以上、または３０万円

以上の医療費を対象として、費用負担の調整を図るための財源として市町村から拠出するもので

ございます。

７款、１項の特定健康診査等事業費８９５万６，０００円を計上しております。これは町内医

療機関へ委託し、実施する健康診査、公民館単位でがん検診とセットで行う集団健診などの費用

でございます。

２項の保健事業費は、１目保健施設普及費と、２目健康施設管理費を合わせまして、１，７７

７万８，０００円を計上いたしました。健康カレンダーの作成や人間ドックの委託料、保健師の

人件費、健康管理センターの運営に係る費用でございます。

８款から次ページの１０款までは、省略をさせていただきます。

以上で歳出を終わりまして、戻っていただきまして８ページにお返りください。歳入の方を御

説明いたします。１款、１目一般被保険者国民健康保険税でございます。２億２，３６１万３，
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０００円を計上いたしました。前年度比較６８５万４，０００円の減でございまして、率にして

３％の減でございます。

２目の退職被保険者等国民健康保険税は、３，０６７万５，０００円を計上いたしておりまし

て、昨年度比較７８０万６，０００円の減、率にして２５．４％の減でございます。いずれも歳

出見込みから他の収入見込みを減じました残りを保険税として計上させていただいているところ

でございます。

次ページをお開きください。２款使用料及び手数料につきましてですが、これは省略させてい

ただきます。

３款国庫支出金から１１ページ、７款の共同事業交付金までは、ルールに従った計算、あるい

は実績に基づいて予算化しておりますので、説明は省略させていただきます。

８款の財産収入につきましては、これは基金の利子でございます。

９款は、説明を省略させていただきます。

１０款繰入金、１目一般会計繰入金６，５８７万９，０００円を計上しております。これは法

定繰り入れのみを計上しておるところでございます。基盤安定繰入金は、２３年度の実績見込み

により、また、財政安定支援事業繰入金は、過去５年間の平均から計上したところでございます。

１２ページの諸収入は、いずれも項目設定予算でございます。

２０ページからにつきましては、給与費明細等をつけておりますので、後ほどごらんいただけ

たらと思います。

以上で、議案第２３号の国民健康保険事業の特別会計予算についての説明を終わります。

続きまして、議案第２４号、平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計予算でございます。

議案第２４号

平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

平成２４年度南部町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２８，３６４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義
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まず、歳出の方から説明いたします。７ページをお開きください。１款総務費、１目一般管理

費でございます。これは事務費でございます。

１款総務費の２項、１目徴収費でございますが、これは徴収に係る経費ということで、主なも

のは電算の委託料でございます。

それから、２款分担金及び負担金、１目広域連合分賦金ですが、これは１億１，９３８万２，

０００円を今年度計上させていただきました。これは負担金補助及び交付金のところにあります

が、個人の保険料と軽減分、それから、事務費の負担部分を広域連合に負担するものでございま

す。

それから、３款諸支出金につきましては、省略させていただきます。

次ページの４款保険事業費、健康診査費でございます。これは町内の医療機関、または公民館

単位でがん検診などを行う経費でございますが、前年度は一般会計の方で見させていただいてお

りましたが、やはり会計をきちんと区別するということで、今回から後期高齢者の方に係る部分

を計上させてもらったものでございます。

続きまして、歳入の方でございますが、戻っていただきまして５ページでございます。１款後

期高齢者医療保険料でございます。現年度分保険料７，８３５万７，０００円、滞納繰り越し分

保険料３０万といたしまして、７，８６５万７，０００円を予算として計上させていただいてお

ります。

２款の使用料及び手数料につきましては、省略させていただきます。

３款の繰入金でございますが、これは一般会計からの繰入金でございまして、法定部分でござ

います。事務費の繰入金、それから、基盤安定の繰入金は軽減分を繰り入れていただくものでご

ざいます。いずれも広域連合の方にほとんどが分賦金として支払われるものでございます。

次の４款、５款の２目までは、省略させていただきます。

最後に、５款の諸収入でございますが、雑入といたしまして、先ほど申しました健診に係る委

託料を連合の方からいただくことになりますので、その部分を予算計上させていただいていると

ころでございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。そうしますと、議案第２５号を説明させて

いただきます。
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議案第２５号

平成２４年度南部町介護サービス事業特別会計予算

平成２４年度南部町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７１，５５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

それでは、４ページをお開きください。この介護サービス事業特別会計は、ゆうらく建設に伴

う地方債の償還に充てている会計でございます。きのうの議案でお示ししましたように、ゆうら

くの土地を売却することによってこの地方債の繰り上げ償還が生じてくるということで、今年度

のこの会計といたしましては、一般会計でその財産処分をした金額をそっくりこの会計へ繰り出

しして、この会計で地方債の繰り上げ償還の一部を行うというふうな予算立てになっております。

現在、財務事務所とこの繰り上げ償還についての協議はまだ十分なされておりませんので、暫定

的に売却した土地の金額をそっくりこの会計で、利息は現在の償還表に基づいて３０２万５，０

００円を予算し、その残額を元金に充てているというふうな予算にしております。というところ

で、今後、財務事務所と協議をした結果、繰り上げ償還が幾らになって、残ったものの償還表が

こうなりますよということが明確になりましたら、再度、補正をするような格好になると思いま

すので、このたびはこういった格好で一般会計から繰り入れた金額と、それを現在の償還表に当

て込んだ利息を予算化しているような格好になっております。

そうしますと、４ページの繰入金でございますけども、１億７，１５５万７，０００円を一般

会計から繰り入れます。

歳出については、利息は償還表どおりにさせていただいておりますので、その残り１億６，８

３５万２，０００円を元金に充てております。

利子は、３２０万５，０００円が現在の償還表ということでございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。
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○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。そうしますと、議案第２６号、平成２４年

度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。

議案第２６号

平成２４年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

平成２４年度南部町の住宅資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５１８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

本会計につきましては、貸付金の償還予算でございます。予算編成の考え方につきましては前

年度を踏襲をしておりますが、本年度は特に住宅改修資金につきまして、起債の償還及び貸付金

の元利収入の現年度分が平成２３年度末をもちまして終了したことから、それぞれ歳入、歳出の

該当費目を廃するなど、予算総額が大きく減少をしてございます。

そうしますと、歳出から御説明申し上げますので、６ページをお開きをお願いをしたいという

ふうに思います。まず、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、本年度

は１１万２，０００円の予算を計上してございます。これにつきましては、一般事務費でござい

ます。

それと、２款公債費、１項公債費、１、住宅新築資金償還金から宅地取得資金償還金、それぞ

れ１７８万７，０００円、６１万８，０００円を計上してございます。これは起債に伴います元

利償還金でございます。説明につきまして、それぞれ詳細につきましては個々の説明欄をごらん

をいただきたいというふうに思います。

それと、改修資金貸付事業でございますが、ここの部分につきましては歳入の貸付金の元利収

入と関連がございますので、そこで改めて御説明申し上げます。

３款につきましては、説明を省略をさせていただきます。

そうしますと、４ページの歳入をごらんをいただきたいというふうに思います。１款県支出金、

１項県補助金、１目助成事業費県補助金でございます。これにつきましては、住宅新築資金等償
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還助成事業の補助金でございます。従来ですと、この中身は返済額と起債償還額との差額を補て

んをいたしております。特定助成分につきましては平成２３年度をもって終了をいたしました。

したがいまして、ここに本年度記載をしてございます８万１，０００円につきましては、これは

事務費にかかわります償還推進助成事業分を計上をしてございます。

それと、２款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金でございますが、本年度は２９万４，

０００円を予算を計上してございます。

３款繰越金につきましては、説明を省略させていただきます。

４款諸収入、１項貸付金元利収入、それぞれ１目から３目まで、新築資金、改修資金、宅地取

得資金、それぞれの元利収入金を予算計上してございます。順番に１２８万２，０００円、１２

万５，０００円、７３万５，０００円という予算を立ててございます。それぞれ大きく前年度と

比較をして減額となってございます。これにつきましては、特に現年度分につきまして償還期限

が終了をしたものにつきまして、全体的に減少することというふうになってございます。特にこ

の中でも歳出の項目にございましたが、改修資金の項目につきましては項目を廃止をしてござい

ます。ここの収入の中でも現年度分につきましては改修資金の項目を計上してございません。こ

れにつきましては、改修資金につきましては平成８年度貸し付け分が起債の償還期限、あるいは

元利収入金の部分につきましても償還期限が１５年となってございます。したがいまして、平成

９年度からそれぞれ起債の償還なり、収入といいますか、元利収入金という格好で徴収させてい

ただいておりますけれども、その部分が平成９年度から平成２３年度の１５年間をもって終わる

ということでございます。ということで、御説明申し上げます。

それと、最後に、７ページをお開きをいただきたいというふうに思いますけれども、地方債の

状況でございます。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みに関する調書ということでお示しをしてございます。住宅資金貸付事業債につき

ましては、前々年度末現在高が２，１２６万６，０００円、前年度末現在高見込み額が１，４１

０万円、当該年度に借り入れる予定はございません。当該年度中の償還元金見込み額が１９１万

円。当該年度末現在高見込み額が１，２１９万円でございます。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をしたいと思います。再開は１０時４０分であります。

午前１０時１８分休憩

午前１０時４０分再開
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○議長（足立 喜義君） 再開します。

休憩前に引き続き、議案第２７号から説明をお願いします。

建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。議案第２７号について説明をいたします。

議案第２７号

平成２４年度南部町建設残土処分事業特別会計予算

平成２４年度南部町の建設残土処分事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

５ページをお開きください。歳出について説明をいたします。歳出です。総務管理費になりま

す。一般管理費で、本年度は昨年度同様１０万円を計上しております。

それから、２目の残土の処分基金の積み立てですけども、これも昨年どおりで１５万４，００

０円を計上しております。

４ページに戻っていただきまして、歳入でございますけれども、繰入金といたしまして、基金

繰入金を１０万円。

それから、財産収入として、利子及び配当金を１５万４，０００円計上しております。

以上、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。

議案第２８号

平成２４年度南部町墓苑事業特別会計予算

平成２４年度南部町の墓苑事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
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第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，０６３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

歳出から説明をいたしますので、５ページをお開きください。１款総務費、１目一般管理費で

ございます。これは墓苑の管理に係る費用でございます。主に、中の清掃等の費用でございます。

７６万４，０００円を計上いたしました。

２款の公債費につきましては、２３年度に起債償還が終わりましたので、今回から廃目とさせ

ていただきます。

３の諸支出金の償還金でございますが、これは墓苑が返ってきたときの最初貸し付けた金額の

９割を返すということで計上しておるものでございます。１１７万円でございます。昨年と大幅

に減らしておりますが、返ってくる基数が少ないと見込まれますので、若干ことしは少なく見積

もりさせていただいたということでございます。

前ページに戻っていただきまして、歳入でございますが、１款使用料及び手数料の墓苑使用料

の墓地使用料でございます。これは返ってきたものを貸し付けるということで組んでおります。

それから、２項、１目の墓地手数料でございますが、これは管理費に係る手数料でございまし

て、皆様の方から毎年使用料をいただいておるものでございます。

繰入金につきましては、今回は管理費すべてをこの使用料、あるいは手数料の方で賄うことと

しておりますので、繰入金についてはございません。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 上下水道課長、真壁紹範君。

○上下水道課長（真壁 紹範君） 上下水道課長です。

議案第２９号

平成２４年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

平成２４年度南部町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３８，３８９千円と定める。
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２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

今年度の新規事業につきましては説明がありましたけど、兵庫県養父市の下水処理水を点滴し

て、小松谷処理場の汚泥臭気減容試験を行うということを計上しております。

続きまして、地方債について説明をさせていただきます。４ページをお開きください。第２表、

地方債。資本費平準化債４，７９０万円、証書借り入れでございます。５％以内。この資本費平

準化債は、起債の償還の元金償還に充当するものでございます。

続きまして、歳出につきまして事項別明細書で説明させていただきます。８ページをお開きく

ださい。一般管理費でございますが、集落排水事業の人件費２名分を計上しております。一般管

理費事務費につきましては前年度とほぼ同額でございますが、公課費につきまして、消費税の増

額分を見込んでおります。

維持管理費につきましては、平成２４年度の新規事業としまして養父市から下水の処理水を運

搬するトラック等の燃料代、謝礼、また、備品としてポンプ、ポリタンク４台等を計上しており

ます。

９ページでございますが、起債の元金償還、また、利子を計上しております。

６ページに戻っていただきまして、歳入の方を説明させていただきます。農林水産業費分担金

でございますけれども、農業費分担金として滞納繰り越し分１０万７，０００円ということでご

ざいまして、滞納繰り越し見込み分の３％を収納見込みをしております。

集落排水の使用料でございますが、実績見込みに対して収納率９８．６％を見込んでおりまし

て、６，８３４万２，０００円を計上しております。滞納繰り越し分につきましては、滞納見込

み額に対して７％を見込んでおりまして、２７万９，０００円を計上しております。

農業集落排水事業補助金でございますけれども、国庫補助金１００％でございますけれども、

施設の機能診断の補助金５００万円を計上しております。

７ページでございますが、繰入金は１億１，６７５万７，０００円を計上しております。
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資本費平準化債は以上でございます。

給与費につきましては、１０ページから１３ページの給与費明細書のとおりでございます。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして。

議案第３０号

平成２４年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

平成２４年度南部町の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，８０８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

地方債について説明いたします。４ページをごらんください。浄化槽の整備事業として２２０

万円、証書借り入れ、５％以内として計上しております。

歳出について説明させていただきます。８ページをお開きください。一般管理費でございます

けれども、主なものといたしまして委託料で、浄化槽の維持管理、保守点検委託料がふえてきて

おりますが、８９万１，０００円増額で見込んでおります。公課費として消費税を見込んでおり

ます。

浄化槽建設費でございますけれども、今年度は５人槽４基、７人槽５基、１０人槽１基を見込

んで計上しております。

小規模集合施設管理費につきましては、馬場住宅、城山住宅の管理費を見込んでおります。

９ページでございますが、元金償還、利子償還を計上しております。

続いて、歳入の方でございますけれども、６ページをお開きください。浄化槽分担金といたし

まして、平成２４年度予定しております１０基分、９６％の収納率、あと分割分として１０万円
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掛ける３基分ということで３１８万計上しております。滞納繰り越し分については、滞納に対し

て１０％の収納見込みで６万６，０００円を計上しております。

浄化槽の使用料です。浄化槽の使用料に対して収納率９８．６％を見込んで、１，８１６万２，

０００円を計上しております。滞納繰り越し分については、滞納見込み額に対して７％を計上し

ておりまして、６万１，０００円でございます。

浄化槽整備事業補助金につきましては、５人槽２基、７人槽３基を計上しておりまして、１６

９万２，０００円でございまして、残り５基分につきましては平成２２年度歳入、２６年度まで

計画の分で既に補助、歳入済みのものでございます。

７ページでございますが、一般会計繰入金について、２，８４４万４，０００円を計上してお

ります。

衛生債は２２０万でございます。

続きまして。

議案第３１号

平成２４年度南部町公共下水道事業特別会計予算

平成２４年度南部町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８９，４９０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」による。

平成２４年３月 ５日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２４年３月 日 決 南部町議会議長 足 立 喜 義

地方債について説明させていただきます。４ページをお開きください。第２表、地方債。資本

費平準化債２，７４０万、証書借り入れ、５％以内でございます。これにつきましては、先ほど

申し上げましたように起債の元金償還に充当するものでございます。

続きまして、歳出について説明をさせていただきます。８ページをお開きください。一般管理
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費でございますが、公共下水道職員人件費１名分を計上しております。一般管理事務費につきま

しては前年と同額でございますけれども、消費税分について増額でございます。

維持管理費につきましては、１４３万６，０００円の増額の内訳でございますけど、施設修繕

費１３８万４，０００円、脱水車の負担５万円程度の増額というふうになっております。

汚泥処理費でございますが、汚泥処理費につきましてはコンポスト施設の臭気除去のために使

っております燐酸の消耗品３８万３，０００円程度の増額と、修繕費、コンテナを修繕しなけれ

ばいけない１０台分、５４０万８，０００円の増額を見込んでおります。また、施設管理委託の

増額、また、シルバーの委託費等が増額になっております。

９ページでございますけれども、起債の元金償還と、利子の償還を計上しております。

歳入について説明させていただきます。６ページにお戻りください。下水道分担金につきまし

ては、現年度分、分納分ということで１０万５，０００円計上しております。滞納繰り越し分に

ついては、滞納見込み額の３％ということで、３５万３，０００円計上しております。

下水道負担金につきましては、コンポスト施設の維持管理負担分として大山町、日吉津村から

それぞれ、大山町１，１６３万５，０００円、日吉津村９１５万５，０００円の歳入を見込んで

おります。

下水道使用料につきまして、収納率９８．６％を見込んで、５，４１０万１，０００円を計上

しております。滞納繰り越し分、滞納見込み額に対して７％で、１７万２，０００円を計上して

おります。

７ページでございますが、一般会計繰入金８，４７４万３，０００円を計上しております。

雑入につきましては、コンポストの売り上げにつきまして３町の協議会で決定いたしまして、

４月から２００円を２５０円に引き上げるということで、１００円掛ける７，２００袋分、７２

万円とばら売り分益分ということで、８２万２，０００円を計上しております。あと、工事移設

費補償費１００万円で、１８２万３，０００円でございます。

下水道債は、資本費平準化債でございます。

給与費は、１０ページから１３ページの明細書のとおりでございます。よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、議案第３２号、平成２４年度南部町水道事業会計予算。

総則。第１条、平成２４年度南部町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は次のとおりとする。（１）給水戸数４，０１７件（上

水道３，７０５件、簡易水道３１２件）でございます。（２）年間総給水量１２２万５，５００
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立米。これは昨年に対して、昨年が１２６万５，０００立米でございますので、約４万立米の減

でございます。これは平成２１年度に給水量が減少したわけですが、これは不況等の影響があり

まして減少したということで、特に営業用等が減ってきたわけですが、２２年度につきましては

猛暑等の影響がありまして持ち直して、また、伸びたという傾向があったわけですが、２３年度

は若干下がったということで、実績見込みとしまして、昨年に対して年間で大体４万トン程度の

減を見込んでおるところでございます。（３）一日平均給水量は３，３５７立米でございます。

（４）主な建設改良事業でございますが、水道統合事業（朝金、落合送水事業）。老朽管更新事

業、これは寺内地内でございます。浄水場ポンプほか設備更新事業を予定しております。

収益的収入及び支出につきまして。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定

める。

収入でございますが、水道事業収益として１億８，９５３万６，０００円を計上しております。

支出につきましては、同じく同額１億８，９５３万６，０００円でございます。

２ページ、資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定め

る。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額８，０７３万５，０００円は、損益勘定

留保資金８，０７３万５，０００円で補てんするものとする。）

資本的収入でございますけれども、９，２３８万４，０００円を計上しております。

支出につきましては、１億７，３１１万９，０００円を計上しております。

続きまして、継続費。第５条、継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

資本的支出、建設改良費、水道統合事業といたしまして、平成２４年度から２６年度まで、４

億３，５０８万円を計上しております。平成２４年度につきましては５，１０６万７，０００円、

平成２５年度につきましては２億５，３９０万８，０００円、平成２６年度につきましては１億

３，０１０万５，０００円ということでございます。

企業債。第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

上水道拡張工事、老朽管更新事業、ポンプ更新事業として、１，１００万円でございます。簡

易水道借換債１，５６０万円でございます。簡易水道の借換債につきましては、現在５％の起債

の償還利子を払っておるわけですが、これを２％以内に抑えるということでございます。

一時借入金。第７条、一時借入金の限度額は、１億円と定める。

予定支出の各項の経費の金額の流用。第８条、予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。（１）収益的支出における各項間の流用。（２）資本的支
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出における各項間の流用でございます。

議会の議決を経なければ流用することができない経費として。第９条、次に掲げる費用につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の

金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費１，５０６万６，

０００円でございます。

他会計からの補助金。第１０条、営業助成、並びに施設に対する補助金として一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、６，７２９万３，０００円である。

４ページをお開きください。棚卸資産購入限度額。第１１条、棚卸資産の購入限度額は、２０

０万円と定める。

継続費について説明をさせていただきます。１８ページをお開きください。継続費に関する調

書。先ほど申し上げました継続事業の内訳でございますけれども、全体の年割額は先ほど申し上

げましたが、財源内訳でございますけれども、それぞれ国庫補助金、一般会計補助金というふう

に計上しております。３年間で国庫補助金６，８６５万６，０００円、一般会計補助金３億６，

６４２万４，０００円というふうになっておりますが、一般会計については合併特例債等を充当

されるというふうになっております。

予算明細書について、歳出の方から説明させていただきます。２７ページをお開きください。

収益的収入及び支出につきましての支出でございます。水道事業費につきまして、前年度に対し

て５１８万５，０００円の増額となっております。その主な内容でございますけれども、営業費

用として７４３万８，０００円増額になっております。

２８ページを開いていただきますと、受託工事費３９９万９，０００円増額となっております。

これは八金簡易水道、金ケ崎にあります橋梁にかかっております水道の布設がえに伴う工事費で

ございます。

減価償却費、２９ページでございますけども、４５３万４，０００円の増額となっております。

この２つが大きな増額の理由になっております。

営業外費用につきましては、支払い利息が１５０万２，０００円減となっております。

続きまして、収益的収支の収入について説明をさせていただきます。２６ページになります。

給水収益ですが、１億８，２１５万１，０００円を計上しておりまして、先ほど申し上げました

ように平成２３年度に対して、大体、年間４万トンの給水減になるのではないかという見込みで

ございまして、平成２４年１月からの料金改定の影響額に対して、２５４万２，０００円の増額

ということで計上しております。
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その他の営業収益につきましては、審査手数料、１０件の新たな水道の施設ということで、２，

０００円掛ける１０件と見込んでおります。

受託工事収入につきましては、県の補償工事、先ほど申し上げました八金の簡易水道の雪害に

つきまして県の補償、橋梁２本分でございますが、２５０万円を見込んでおります。

営業外収益につきましては、他会計補助金４７７万１，０００円ということで、内訳は簡易水

道分起債利息償還額２分の１ということで、４４７万１，０００円を計上しておりまして、残り

が消火栓維持管理費でございます。簡易水道の起債の利息償還につきましては、交付税措置され

るものでございます。

続きまして、資本的収入及び支出について説明させていただきます。３２ページをお開きくだ

さい。資本的支出につきまして、建設改良費、上水道拡張工事でございますが、主なものは水道

統合事業でございます。拡張工事費３，７２５万円のうち、寺内地内老朽管更新が大体４００メ

ートルを見込んでおりまして、８００万円を計上しております。水道統合事業につきましては、

２，６２５万円ですけど、朝金の水源池の取水井を築造するという工事が主なものでございます。

浄水場のポンプ更新も計上しております。委託料につきましては、統合事業の測量及び設計費と

して、２，４４８万５，０００円を計上しております。公有財産購入費につきましては、土地の

取得にかかわるものでございます。これは配水池等の土地の取得でございます。

有形固定資産購入費でございますが、量水器１５７万５，０００円。これは１３ミリメーター

が更新１回となったため、いわゆるリサイクルが１回しかできないということになりまして、新

規にメーターを購入しなければならないということで、年次的に計画を持って購入するというこ

とで、平成２４年度につきましては５，０００円掛ける３００戸分を予定しておりまして、１５

７万５，０００円を計上しております。

企業債償還につきましては、企業債の元金償還、上水道分、簡易水道分で１億９４７万６，０

００円でございます。

収入につきまして、３１ページをお開きください。資本的収入でございますが、企業債２，６

６０万円。寺内地内老朽管更新及び簡易水道借換債、ポンプ等更新につきまして起債をする予定

にしております。

他会計補助金につきましては、資本的収入に対して簡易水道元金償還２分の１分と、水道統合

事業補助金として、４，８１９万７，０００円を計上しております。簡易水道分元金償還につき

ましては、交付税措置がされるものでございます。

工事負担金につきましては、新規加入の１０基分を計上しております。
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国庫補助金につきましては、水道統合事業の補助金でございまして、平成２４年度分２８７万

円を計上しております。

給与費については、１０ページから１７ページの明細書のとおりでございます。

以上、御審議の方、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 病院事業管理者、田中耕司君。

○病院事業管理者（田中 耕司君） 病院事業管理者でございます。議案第３３号、平成２４年度

南部町病院事業会計予算について御説明をいたします。

総則。第１条、平成２４年度南部町病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。（１）病院病床数１９８床（一

般病床４９床、療養病床５０床（そのうち介護療養病床２０床）、精神９９床）。（２）年間延

べ患者数、入院６万７，５１４人（うち介護療養病床分６，９３５人、開院は３６５日）でござ

います。外来７万２，３２９人（実診療実日数２４３日）。（３）一日平均患者数でございます

が、入院１８５人、外来２９７人。

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

収入、病院事業収益２３億３，８４３万１，０００円。

支出でございます。病院事業費用２３億３，８４３万１，０００円、同額になってございます。

次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予算額

は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４，３０７万

１，０００円は過年度分損益勘定留保資金をもって補てんするものとする。）

収入、資本的収入、企業債１，６００万円。

支出、資本的支出１億５，９０７万１，０００円。内訳は、建設改良費１，７９１万７，００

０円、企業債償還金が１億４，１１５万４，０００円でございます。

企業債。第５条、起債の目的、限度額、利率及び償還の方法は次のとおり定める。起債の目的

は、医療機器等の整備。限度額は、１，６００万円。起債の方法は、証書借り入れ。利率は、５

％以内。償還の方法、借り入れ先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間を短縮

し、または繰り上げ償還もしくは低利に借りかえすることができる。

一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は、３億円と定める。

予定支出の各項の経費の金額の流用。第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。医業費用、医業外費用。

議会の議決を経なければ流用できない経費。第８条、次に掲げる経費については、その経費の
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金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。職員給与費１４億９，０５４万８，０００円、交際費９０万円。

棚卸資産の購入限度額。第９条、棚卸資産の購入限度額は、１億円と定める。

５ページをごらんいただきたいと思います。平成２４年度南部町病院事業会計予算実施計画で

ございます。先ほど御説明いたしました病院事業収益は、２３億３，８４３万１，０００円でご

ざいますが、医業収益２０億２，４６４万９，０００円、入院収益が１３億６，８９３万円、外

来収益が４億９，９２９万８，０００円、その他医業収益が１億５，６４２万１，０００円とな

ってございます。

医業外収益でございますが、３億１，３７８万２，０００円。内訳は、受取利息配当金が１万

円、他会計補助金２億８，６９６万９，０００円、患者外給食収益が７３万３，０００円、その

他医業外収益２，６０７万円となっております。

支出の方でございますが、医業費用２２億５，２５１万２，０００円。内訳は、給与費１４億

９，０５４万８，０００円、材料費２億３，７８１万円、経費３億８，２４１万６，０００円、

減価償却費１億２，９９８万８，０００円、資産減耗費５０万円、研究研修費１，１２５万円。

トータルで医業費用は、２２億５，２５１万２，０００円となっております。

医業外費用でございます。支払い利息及び企業債取り扱い諸費が８，２３１万９，０００円、

消費税が３６０万円。トータル８，５９１万９，０００円。病院事業費用、トータルが２３億３，

８４３万１，０００円となります。

次のページをめくってくださいませ。資本的収入及び支出でございます。資本的収入は企業債

のみでございまして、１，６００万円。

支出の方でございますが、支出は建設改良費、これが１，７９１万７，０００円、企業債償還

金１億４，１１５万４，０００円。トータル１億５，９０７万１，０００円というふうになって

おります。

次、めくっていただきまして、その内訳でございますが、１３ページをお願いいたします。医

業収益でございますが、２０億２，４６４万９，０００円。前年比で７，３１７万５，０００円

アップになっておりますが、これは次の欄にございます入院収益でございます。これは単価アッ

プによりまして増額となるものでございます。アップ単価が１，１００円の増によりまして、単

価アップということでございます。

それと、外来収益でございますが、これは４億９，９２９万８，０００円。５６１万８，００

０円の増になっております。これは主に、前年比で見ますとそう変わらないわけでございますけ
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ども、外来の単価が１００円ぐらい上がっておるわけでございます。そういうことでございまし

て、メーンの増収はその単価アップによるものと、そういうふうに考えております。

その他医業収益でございますが、１億５，６４２万１，０００円。３３８万９，０００円アッ

プしてるわけでございますが、これは次に公衆衛生活動、医療相談収益等で増を見込んでおると

いうことでございます。それでも、あと生活療養費というのがその他医業収益にあると思います

けども、下から４番目でございます。これが４６５万２，０００円となっておりまして、昨年が

１，６００万ぐらいの収入があるわけでございますが、それは介護度の低い患者様にはこの収益

があるそうでございますけども、重症の患者様を受け入れる傾向になってきてるということがご

ざいまして、この療養費が入らないということで、トータルにしますと３３８万９，０００円の

増ということでございます。

次のページをめくっていただきまして、医業外収益でございます。次の他会計補助金でござい

ますが、２億８，６９６万９，０００円。これはいただける制度によりまして動くということで

ございます。

患者外給食費は昨年並みと。

その他医業外収益でございますが、これは２，６０７万円と。これは入院患者様の病衣等貸与

とか、おむつ代がふえてきてるというようなことでアップになるということでございます。

続きまして、次のページの病院事業費用でございます。まず、最初の給与費でございますが、

１４億９，０５４万８，０００円ということで、２，９２８万７，０００円アップしてるわけで

ございますが、これは看護師、放射線技師、臨床検査技師、これの増員によるものでございます。

臨床検査技師等は退職が近いということもございまして、重ねて置く必要もあるということもご

ざいまして増員につなげると。そして、あと給与、手当、もろもろ給与関係のところは大半が新

たに雇用する看護師、放射線技師、臨床検査技師の採用に伴って微調整で動くということでござ

います。

次に、１８ページお願いいたします。材料費のところでございますが、これは２億３，７８１

万と、５，４６７万８，０００円と増額になっておりますが、これは今までは委託費の中に入れ

ておりましたＳＰＤといいますか、いわゆる在庫管理システムといいますか、それを委託してる

わけでございまして、その委託する手数料の部分と実際に購入した部分をきちっと整理したとい

うことで、この材料費の医科材料（手術）と、説明欄の２段目にございますけども、ここが大き

くなったという結果でございまして、単にふえたということではないということでございます。

経費でございますが、これにつきましては説明欄の細かい出入りがありますけども、光熱水費
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等自然増の部分が生じてきてるということだということでございます。

次の２０ページでございますが、減価償却費、これは１億２，９９８万８，０００円。これは

△の１，７９０万６，０００円ということになっております。これは償却が進んだということで

ございまして、そのうちの機械器具備品の償却が２，０００万円程度落ちてるということが大き

いということでございます。

あとは、医業外費用でございますけど、これは８，５９１万９，０００円になってございます。

これは特に、減額しておりますけども消費税だけが少し伸びてるということで、支出合計は２３

億３，８４３万１，０００円ということになります。

次のページ、２２ページでございます。資本的収入でございます。これは補助金部分はゼロと、

企業債が１，６００万円ということにしております。これは医療機器の整備等に使用していくと

いうためのものでございます。

それから、資本的支出の方でございますが、建設改良費１，７９１万７，０００円、これは大

きく抑えてるわけでございますが、トータルで資本的支出を絞っておりますのは、２５年度に電

子カルテシステムの更新とか、ＣＴの放射線の機器でございますね、そういうものを購入する計

画がございまして最小限に抑えてるというものでございます。

それと、戻っていただきまして、１０ページでございます。平成２４年度予定の貸借対照表で

ございます。固定資産の方から簡単に御説明させていただきます。（１）の有形固定資産。これ

は４０億５，９３１万４，０００円。無形固定資産はございません。投資が２０万円。そういう

ことでございまして、固定資産合計は４０億５，９５１万４，０００円ということになります。

流動資産の方でございますが、これはトータルで４４億９，７２５万９，０００円というふう

になります。

次のページ、負債の部でございます。固定負債はございません。

流動負債は、合計で８，３９５万５，０００円ということでございます。

資本の部でございますが、自己資本、借り入れ資本等、合計で４５億１，８３０万２，０００

円ということになります。

剰余金でございますが、資本剰余金が１１億５２９万７，０００円。それから、利益剰余金で

ございますが、トータルで２４年度は利益をゼロとしておりますので、１２億１，０２９万５，

０００円ということでございます。したがいまして、剰余金合計は１億４９９万８，０００円と。

資本合計が４４億１，３３０万４，０００円、負債資本の合計が４４億９，７２５万９，００

０円というふうになります。以上でございます。
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それと、次のページの平成２３年度予定損益計算書でございますけども、医業収益が１８億８，

５１１万９，０００円。

それから、医業費用が２１億９，６８５万６，０００円となっておりまして、医業収益費用の

方では△の３億１，１７３万７，０００円というふうになります。

医業外収益が３億７，８６２万９，０００円。

医業外費用が１億１，２３２万９，０００円ということになりまして、当該年度の純利益は△

の４，５４３万７，０００円ということになります。

給与等の詳細につきましては、御説明を省略させていただきます。

続きまして、議案第３４号、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計予算について御説明い

たします。

総則。第１条、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。訪問看護事業、介護保険対象者

１，３６９回、医療保険対象者１，６３１回。

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

収入、第１款在宅生活支援事業収益２，９１８万９，０００円。内訳は、訪問看護収益２，９

１８万４，０００円、その他収益５，０００円というふうになっております。

支出、在宅生活支援事業費用２，９１８万９，０００円。訪問看護費用が同額となっておりま

して、収支同額ということでございます。

次、めくっていただきまして、一時借入金。第４条、一時借入金の限度額は、２００万円と定

める。

議会の議決を経なければ流用できない経費。第５条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。職員給与費２，６９２万１，０００円。

棚卸資産の購入限度額。第６条、棚卸資産の購入限度額は、１６万２，０００円と定める。

めくっていただきまして、４ページでございます。収入の方でございますけども、先ほどの訪

問看護収益、居宅介護収益が１，１３７万５，０００円。訪問看護療養収益が１，７８０万９，

０００円、計で２，９１８万４，０００円。

それに、その他収益、受け取り利息配当金が５，０００円ございますので、トータルで２，９

１８万９，０００円ということになります。

支出の方でございますけども、同額でございまして、給与費が２，６９２万１，０００円、材
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料費１１万２，０００円、経費が２１５万６，０００円となってございます。内訳でございます

が、めくっていただきまして……（サイレン吹鳴）平成２４年度南部町在宅生活支援事業当初予

算見積書をごらんいただきたいと思います。１１ページでございます。訪問看護収益２，９１８

万４，０００円、前年比１６７万７，０００円増になってございます。居宅介護収益と訪問看護

療養収益、合わせまして２，９１８万４，０００円でございますが、主に回数等は前年比でそう

動いてはおりませんけども、介護報酬等の改定によりまして３％のアップを見込んで作成したも

のでございます。

費用の方でございますが、次のページ、１２ページをごらんいただきたいと思います。訪問看

護費用２，９１８万９，０００円のうち、給与費２，６９２万１，０００円、前年比２０１万９，

０００円増になってるわけでございますが、２３年度看護師の嘱託職員が１名やめまして、新規

の看護師を正職員で雇ったと。嘱託がいなかったということでございまして、給与費がアップし

たということでございます。

あとの御説明は、省略させていただきます。

以上でございます。審議の方、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 提案説明が終わりました。

ここで休憩をいたします。再開は１３時であります。午後１時ちょうどです。

午前１１時３３分休憩

午後 １時００分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第１６ 議案に対する質疑

○議長（足立 喜義君） これより、日程第１６、議案に対する質疑を行います。

質疑に当たっては議事の進行上、５日以後本日まで、提案説明のあった議案を含めた提案順に

従い、また、ページ及び項目を明示されるよう望みます。

質疑は会議規則第５４条にもあるとおり、疑問点のみについて簡明に質疑してください。詳細

な個別質疑につきましては予算決算常任委員会で行うことになりますので、総括的な質疑をお願

いをいたします。

議案第２号、平成２３年度南部町一般会計補正予算（第７号）について、質疑ありませんか。

３番、雑賀敏之君。
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○議員（３番 雑賀 敏之君） ３月補正の一般補正について、２点ほどお聞きいたします。

事業説明書の１６ページでございます。地域振興協議会のサポートスタッフの報酬月額につい

て、当初２０万円が月額１６万７，０００円になったということでございます。これ、前にも質

問しまして、報酬月額が２０万円はどういう根拠から２０万円かということを聞いておりました

が、今回の補正予算で１６万７，０００円になっております。この考え方についてお聞きしたい

と思います。

それと、１０５ページです。南部町民野球場のグラウンドのり面の樹木の伐採につきまして、

２０５立米のうちグラウンド使用に支障となる約８０立米については処分をしたということでご

ざいますが、これは使用に支障があるということで撤去を行われたと思いますが、あとの残木と

いいますか、残った樹木についてはどのようにされるのか、お聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。１６ページの振興協議会のサポー

トスタッフの報酬の考え方はということでございます。当初の予算では２０万円というものを計

上させていただいておりました。これ、集落支援員という特別交付税の措置の上限というんでし

ょうか、そういったところで積算をさせていただいておりました。それは振興協議会のサポート

でございますので、いろいろそういう特別なパソコンに精通しているとか、あるいは会計ソフト

に通じているとか、あるいは地域づくりに精通されているというような人材を確保しようという

ことで、そのようなことで当初予算には計上してございましたが、役場内の非常勤職員の方との

均衡を図るということで、１６万７，０００円というふうに決定をさせていただいたということ

でございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。１０５ページの浅井のグラウンドののり面

の伐採の処分ということでございますが、この事業説明書に記載してございますように、２０５

平米のうち８０平米部分の伐採木の撤去を行うということでございます。その８０平米の内容で

ございますけれども、ここに状況の欄にお示しをしてございますが、この８０平米部分について

はいわゆるのり面の下段、下の方にある伐採木等について処分をしたいということでございます。

そういう意味からしますと、中腹等にはまだ伐採木が若干あるんでございますけれども、これに

ついては作業の難易度といいますか、そういう部分でこのたびはとりあえず３月、２３年度にお

きましては下段の部分をとりあえず処分をすると。中段以降の部分については、２４年度で対応

してまいりたいというふうに考えております。以上です。
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○議長（足立 喜義君） 雑賀議員、個別の質疑につきましては委員会の方でお願いをいたします。

総括的な質疑をお願いをいたします。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 先ほど企画政策課長の答弁で、均衡を図るということでしたけど

も、この１６万７，０００円は。ちょっと私、どこを見ても出てないんで、ちょっとどこの辺か

ら流用されたのか、ちょっと聞いておきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。特別交付税の基準というのがござ

いまして、１人当たりの報酬上限額は２００万円というのがございます。それを１２カ月で割り

ますと１６万６，０００円、７，０００円ぐらいになります。こういったものを参考にさせてい

ただいて、一方、庁舎内の他の非常勤職員のこともございますので、加味をしながら決めたとい

うことでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。先ほど雑賀議員の答弁で、私の方が若干単

位を誤ってございました。２０５平米、８０平米とそれぞれ御説明申し上げましたけれども、そ

れぞれ立米の間違いでございますので、ここでおわびして訂正を申し上げます。以上でございま

す。

○議長（足立 喜義君） 再度申し上げておきますけど、中の個別の質疑については予算決算常任

委員会の方でやってください。総括的な質疑をお願いをいたします。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） ２３年度補正予算について、４点質問いたします。

１つ目は、予算書の１２ページ……。

○議長（足立 喜義君） 植田議員、個別のものについては委員会の方でやってください。

○議員（４番 植田 均君） １２ページなんですけども、普通交付税です。今回の補正で２億

５５８万１，０００円増額となっておりますが、合計で３２億９，５００万余りという内容です。

ここに特別な交付税の要素があったのかということを聞きたいということなんです。それで、２

４年の予算を見ましても３０億余りの予算です。ですから、特別に何かここに要因があるのかと

いうことです。

それから、次には、１９ページです。ここの企画費の中の一番下、ゆうらくグループホーム棟

ほか建設事業（ふるさと融資）で、６，４００万の減額という中身ですけれども、このふるさと
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融資は、ふるさと財団を経由して町が伯耆の国に無償の融資をするというので予算が通ってたも

のですよね。それを今回丸々減額でしょうか。それと、減額の理由、なぜそれが減額になったの

かということです。

次に、２６ページです。これは病院事業費９，８６６万円の負担金補助及び交付金ですけれど

も、これはこの病院への一般会計からの交付金となるものと思いますが、この原資については交

付税分という認識でよろしいでしょうかということです。

あとは、３３ページです。３３ページの同和教育振興費の中の、社会同和教育推進事業負担金

補助及び交付金１０万８，０００円の補正ですが、この中身は事業の目的が歴史的⋞社会的理由

により、生活及び環境等の安定向上が阻害されている地域の高校生及び経済的理由により、進学

が困難な町内在住の高校生に対し、教育を受ける権利を保障するという目的となっております。

それで、これが一般対策になったという教育委員会の説明、以前されてたんですけども、この中

身が経済的困難な理由で奨学金といいますか、支援金、奨学金ですね、奨学金を経済的理由で受

けておられる方が何人おられるのかということです。その経済的理由とは、どういう基準で認定

されているのかということ、そして、同和対策事業としてやっておられる関係の対象者という、

そういう分け方をするのでしょうか。（発言する者あり）いや、そういうふうに書いておられる

んで聞かないと。私は一般対策を進めるべき立場ということで……。

○議長（足立 喜義君） いや、自分の意見はいいですから。

○議員（４番 植田 均君） よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） ちょっと休憩します。

午後１時１３分休憩

午後１時１４分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。ふるさと融資の関係でございます。

予算書でいきますと１９ページでございますが、事業説明書にも記載をしてございますけど、ま

ず、工事の着手が遅延をしているということもございます。もう一つは、そのふるさと融資の融

資にかかわりまして、ふるさと財団の方と審査につきましていろいろやりとりをしている中で、

自治体出資１００％の出資の団体については、これはちょっと対象外だということが判明をいた

しております。伯耆の国は出捐金というものを、１，０００万円の町からの出捐金がございます。
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このものの出捐金というとらえ方をふるさと財団の方が、これは出資に該当するというような判

断をいたしておりまして、これらの融資を受ける際にはこのことをクリアをしなければいけない

ということが判明をいたしておりました。伯耆の国といたしましては、ふるさと財団のふるさと

融資を借り入れて、利子部分と、それから、その１，０００万円という出資を町に返還をすると

いうようなことにつきまして、余りメリットというんでしょうか、ないということの判断がござ

いまして、そういう点から２３年度はこのたびの起債の借り入れ、ふるさと融資については申請

をしないということになっております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑ありませんか。

１３番、亀尾共三君。（「全然答弁が返ってません」と呼ぶ者あり）

個別のものについては委員会でやってください。（発言する者あり）

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけちょっと聞くんですが、先ほど植田議員が例の学校の分

の、学校教育の振興の費があったんで、ここに載ってますので、同和地区ですか、のことだない

かと思うんですけど、同和教育ということなんで。これ、今、あれですよ、全国的にいうと非常

に、高校に進学して家計からえらいということで聞くんですけども、教育委員会の方で何かそう

いうことで相談があったのかどうなのか、この点についてあったのか、あるいはなかったのか。

教育委員会の方としては町内の様子を見て、確かに苦しいなということで範囲を広げたいなとい

う考えをお持ちなのかどうか、そのことについてお聞きします。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。この奨学金につきましては、同和地区の高

校生、大学生、それとあわせて生活に困窮を経済的な理由によるということの条件にしてござい

ます。特に経済的な理由によりという意味では、その範囲を県の奨学金の対象者になる者を対象

にしてございますので、そういう意味では、あわせて他の生活困窮、経済的理由という部分につ

いてはかなりの枠で申し込みがあるという想定をしてございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 今ので関連して聞くんですが、高校進学して退学者が出てると思

うんですよ、これ想像ですけどね。もし出てるとすれば、学校が合わなかったという理由もある

でしょうけども、経済的なことでやめざるを得なかったということも県内ではあるようですが、

町内ではそういう事例があったでしょうか。このことだけをお聞きします。
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○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。小⋞中学校の部分については、教育委員会

の方でも義務教育ということで把握は、それなりの種々な理由等々には把握をしてございますけ

れども、そこから外れました高校という部分につきましては、残念ながら詳細な把握はしてござ

いません。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第３号、平成２３年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第４号、平成２３年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第５号、平成２３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計補正予算

（第１号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第６号、平成２３年度南部町墓苑事業特別会計補正予算（第１号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第７号、平成２３年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第８号、平成２３年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけお聞きします。毎年、ここ数年、当初予算では何基、１

０基とか２０基とか計画されるんですが、なかなかそこの上がらないわけなんですね。恐らく、

これから非常にますます難しい状況が起こると思うんですよ。上がらない状況は何が原因だろう

かと思うんですけども、何が主だというぐあいに思っておられるでしょうか。もしその原因が私

的な原因であれば、それについて普及するために何か打開策というんですか、そういうもんを方

針としてお持ちでしょうか。その点についてお聞きしますので、よろしくお願いします。
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○議長（足立 喜義君） 上下水道課長、真壁紹範君。

○上下水道課長（真壁 紹範君） 上下水道課長です。浄化槽の整備につきましては、先ほど申し

上げましたように平成２２年度につきましては９基、また、平成２３年度については６基という

ことで経過しております。これは新規の接続ということになりますけれども、また、それまでに

浄化槽を既に設置されている方で接続ということもあるわけですけれども、新規の設置がそうい

う状況になる。この原因については、個々の状況をすべて勘案しているわけではありませんけれ

ども、南部町の場合は公共下水道地域と、それから農業集落排水地域と、合併処理浄化槽地域と

３つの地域に分かれておりまして、その接続状況を見ますと合併処理浄化槽地域でやはり５０％

ちょっと、余りということになっておりまして、全体では７８％程度の接続率になっておるわけ

ですけれども、やはり合併処理浄化槽地域が低いという現状があるということでございます。こ

れは地域的には、やはり中山間地を抱えてる集落が中心のところが合併処理浄化槽地域になって

いるということで、この合併処理浄化槽を設置するに当たりまして、やはり宅内改装等が必要だ

ということで経済的理由等は考えられますけど、個別についてすべてを検討しているわけではあ

りません。

また、対策といたしましては広報等を行っておりますけれども、また、補助金につきましては

２６年度まで継続で対象になっているということでございます。また、平成２５年度から県の方

が事務をやっております単独槽等の事務を県が移譲したいという意向がございまして、約２８０

基余りが町が管理しない単独槽等があるわけですけど、この世帯の方に、実際に単独槽をつけて

おられるということはトイレ等が水洗化してあるということでございますので、その辺を接続を

広めようということで、今後検討していかなければならないと考えるところでございます。以上

でございます。

○議長（足立 喜義君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第９号、平成２３年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１０号、平成２３年度南部町病院事業会計補正予算（第２

号）。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 病院事業会計、管理者を初め、大変御苦労いただいているところ
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と思いますが、この補正を見ますと最終的に剰余金合計が△という形の状態だということで、結

局、減価償却費で過年度損益を補てんして回っているというのが現実のようですね。その辺、先

ほどいろいろ打開策を検討もされていると思いますけれども、なかなか今のアミノインデックス

が話題は呼んでおりますけれども、それが収益につながるということでもないようですので、そ

こを一つの突破口にしながら西伯病院が地域病院としての役割を発揮するということから、展望

をお示しいただければと思います。

○議長（足立 喜義君） 病院事業管理者、田中耕司君。

○病院事業管理者（田中 耕司君） 病院事業管理者でございます。補正予算の中で将来展望と言

われましても少し答えにくいわけでございますけども、議員おっしゃるとおり２３年度につきま

しては、見込みでございますけども４，５００万程度のマイナスになってるということでござい

ます。ただ、３月の状況もいいわけで、もう少しは改善するんじゃないかと思っております。先

ほどアミノインデックスでそんなにもうけは出てないということでございますけども、採血と判

定だけではそんなに収益はないわけでございますけども、結構、精密検査に回る方とかいろいろ

あるようでございます。そういうこともございまして、検査がふえるわけでございます。したが

いまして、ＣＴの稼働が高まったり、あるいは検査部門の人員も充実する必要があるというよう

なことから、人員もふやす計画にしているわけでございますけども、院長交代されまして、いろ

いろ加算とかもろもろ努力を重ねておられます。それで、その成果がやっぱり１０月、１１月ご

ろからではございますけども入院単価のアップにつながっておりまして、平成２４年度に向けて

は予算書にも書いてありましたとおりプラス⋞マイナス⋞ゼロだと、そこまでは十分持っていけ

るんじゃないかと。

それよりも、今、対策を検討しておりますのは、春先の入院患者が減ってくるということでご

ざいます。その点につきましては施設もあきますので、随分前から施設申し込みをお願いしてお

られるわけです。施設もあきますからどっと出るというような状況にあって、入院患者がどんと

減るということがあったわけでございます。今、入院患者様の、先ほども申しまして生活療養費

が減ったということを申したと思いますけども、重篤な患者様を今受け入れ、そういうふうな対

応をしておりまして、一度に施設で面倒見られないような患者様がふえてきてるということでご

ざいまして、ベッド数の稼働率が安定してくれば単価アップもしておりますので、２４年度は控

え目にゼロとしておりますけど、展望は開けるというふうに考えております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） 次、議案第１１号、南部町イノシシ解体処理施設条例の制定について。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） お聞きします。この条例ですね、第８条に使用料なんですが、施

設の使用料はこれを徴収しないということになってるんですけども、施設を使うと必ず光熱費と

かそういうもんがかかると思うんですが、それについて徴収されないというのは。ほかの施設は

あれですが、電気代だとかそういうのがかかりますよね、使うと。ないということ、この考え方

はどうしてこうなるのかということ、１点お聞きします。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。この施設はイノシシ解体ということで、地域を荒ら

していた有害を処理していくということで、それに伴って、それをもとにして地域の資源として

いくということから、使用料というのを取らないという計画にしております。

○議長（足立 喜義君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 再度、お聞きします。よくわからないです。例えていうと、これ

はあれですよ、全くほかに供しない、営業にも何にも。後で解体してそのものはもうごみと一緒

で処分しなきゃいけないというんであれば、害蓄ばっかり与えるもんであるということになれば、

それは環境保全からいえばそうかもしれないが、しかし、恐らくイノシシを解体されて、それを

商品として恐らく私の想像では見ますと、これ食の方へも回るんだと思う。当然、無料で処分さ

れるわけだないでしょうから、そうすると営利にも結びつくというんですけども、その点で私は

プラスとマイナスからいえば、当然、使用料は取るべきではないかと思うんですけども、行政側

の考えとしては害になるもんだから環境保全からいえば、環境保全というか作物とかそういうも

のに与える被害のことを考えれば、非常にこれはいいから使用料は取らないという、そういう考

えなんでしょうか。再度、お聞きします。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 亀尾議員が先ほど言われたとおりでございまして、有害鳥獣という

ことで、これを処理をしていくということで、確かに販売とかはできるわけですけども、それに

ついては地域の活性化にもなりますし、そういうことで利用料は徴収しないということで考えて

おります。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１２号、スポーツ振興法の全部改正に伴う関係条例の整理に
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関する条例の制定についてを議題といたします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第１３号、南部町公民館条例の一部改正について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１４号、南部町非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務条件等

に関する条例の一部改正について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 町長は、この非常勤及び臨時的任用職員についてはこれまで待遇

改善ができないということで、伯耆の国に保育士さんを移っていただく一つの理由にされとった

んですよね。今回、それが伯耆の国に職員の方々が移られた途端にこういう、言ってみれば若干

の待遇改善をされるというのは大変目に見えたようなやり方ですけれども、町長の考えの真意を

お伺いしたいんですよ。

それで、もう一つは、公立公営、町立町営の保育園にも非常勤職員はまだいらっしゃるんです

よ。そういう方々が、あのときに伯耆の国の職員さんになってもらって身分の安定をするんだと

いう理由を言いながら、また、こういうことになってるのが実態でありますが、町長の本当、人

事政策全般にわたって私はどういうお考えなのかはかりかねるんですけども、その辺よろしくお

願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。ゆうらくとは関係はございません。ゆうら

く保育士さんの場合は３年が経過して、それが雇えないというのが発端でございまして、そうい

った中で待遇改善も含めて指定管理の方に出すようにしております。ですので、ゆうらくに移行

したからこれを構ったという世界ではございませんので、そこだけははっきりとしておいてくだ

さい。

今、現状は３年間、１４万９，８００円の月額でずっと非常勤さんはおられますけども、やは

り勤務状況等を勘案しますとそこを３段階に分けて評定をしながら、１種から２種、２種から３

種というふうな格好で待遇改善をしていきたいというのが本意でございますので、よろしくお願

いをいたします。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） そう言われるでしょうけども、判断は町民の皆さんがされると思

います。
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私がもう１問質問するのは、この１から３種の給与を３年間、１年ごとに段階的に上げていく

保障があるのか、それとも、勤務評定のようなことをしてこの１種、２種、３種を運用されるの

か、その点よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 採用に当たりましては試験採用をしますし、それから、職務区分へ

の昇格につきましては職員の勤務評定を行いましてそれで行いますので、１種から２種、２種か

ら３種に上がられる方もおられますし、１種のまま続くこともございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１５号、南部町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例の一部改正について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１６号、南部町税条例の一部改正について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 済みません、議案第１６号でよろしいですね。

○議長（足立 喜義君） はい。

○議員（４番 植田 均君） 南部町の税条例ですが、これは一律、町民１人当たり５００円の

均等割を賦課するというのが大きな中身ではないかと思いますが、このことによって２４年度予

算に住民税の増額分がたしか出てたと思うんですけども、それはそっちで見ればわかると思いま

すけども、私が聞きたいのは住民税非課税世帯が課税世帯になることによって、そのほかの税に、

例えば国保税とか、その他の税に影響が出るのではないかというふうに、ちょっと中身は私よく

勉強してませんので、税務課の方で説明していただけたらと思います。

○議長（足立 喜義君） 税務課長、分倉善文君。

○税務課長（分倉 善文君） 今回の税条例の改正ですが、均等割の５００円の加算につきまして

は昭和２６年度からということになりますので、２４年度には……（発言する者あり）済みませ

ん、平成２６年度からですので、平成２４年度の当初予算には影響はございません。以上でござ

います。

○議長（足立 喜義君） ほかに。（発言する者あり）

税務課長、分倉善文君。

○税務課長（分倉 善文君） 税務課長でございます。５００円の加算については、これは均等割
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の税額でございまして、非課税と課税というようなことではございません。課税の世帯に３，０

００円プラス５００円が加算になるということでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔質疑なし〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第１７号、南部町放課後児童クラブ条例の一部改正について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 今回は、議案として出ておりますのは５００円の時間外延長保育

ですね。対象人数と、これは細かいことになってしまうんですけど……（発言する者あり）割し

増し追加料金を取らないけんという考え方について聞きますわ。保育園では、延長保育の場合に

時間外の保育料を取ってないのではないでしょうか。学童保育の場合に延長保育を別料金徴収す

るというのはどういう考え方でしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。まず、先ほど言われました保育園

では取ってないじゃないかということですが、このたびの延長部分についてはいただくようにな

っておりますので、そこら辺誤解のないようにお願いいたします。

今回の５００円の話でございますが、当然、時間延長すればそれに見合った人件費、運営費が

かかってまいります。そのために無料ということには考えておりませんでして５００円をいただ

くものでございますが、この５００円の根拠と言われますと、例えば今、１日大体４時間学童保

育を開設してるわけですけども、実際には２時半ぐらいから来られると６時まで３時間半でござ

います。そこで月額３，５００円いただいておりますので、３０分といいますと５００円という

ことになりますので、３０分分５００円として今回考えさせてもらうものでございます。以上で

す。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第１８号、南部町特別医療費助成条例の一部改正について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第１９号、南部町営県単独斜面崩壊復旧事業分担金徴収条例の一部

改正について。

４番、植田均君。（発言する者あり）

○議員（４番 植田 均君） それはわかるんですけど、南部町単県斜面で３０％から自己負担
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が２０％になるというのはいいんですけども、これが鳥取県はこの制度をずっと続ける、今のイ

エローゾーン、レッドゾーンの対策として長く膨大な予算が要ると思うんですけども、そういう

ものではないんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。この単県斜面というのはイエローゾーンと

かレッドゾーンとは関係ない、がけが崩れた場合にそれを復旧する事業の負担金です。よろしく

お願いします。

○議長（足立 喜義君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけ確認というか、それでお聞きするんですけども、これ利

用というんですか、これを利用というか、３０％が２０％に負担が下がる方なんですけども、経

過措置ということで見ますと平成２３年度以後に実施したということですから、つまり、去年の

４月１日以降にやった人がいいんだということですが、仮に、あるかどうかわかりませんが、２

２年度のほとんど期末になって工事にかかったということは、継続があるのかないのかというこ

とと、もしあった場合は、これやっぱりこの規定にはまらんのかということ、この点についてお

聞きします。

○議長（足立 喜義君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。２２年度から繰り越した事業はございませ

んので、そういう実例はございません。

○議長（足立 喜義君） 次、議案第２０号、土地の売却について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） これが、ゆうらくが建っている土地の１万４，４３１．２７平米、

まず、この土地を南部町が土地開発公社から土地代として幾らで入手したかということと、造成

費用に幾らかかったかと……（発言する者あり）いや、聞いておりますので……（発言する者あ

り）これまでにこの土地にどれほどの町費が投入されたのかということを積算したものをお持ち

だと思うので、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。ゆうらくの用地ですけども、これは議員お

っしゃったとおり南部土地開発公社から平成１５年の３月に購入いたしました。購入金額は、１

億７，５７３万６，７６８円でございます。この中に用地代補償費、造成費等すべて含まれてお

るものでございます。以上です。
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○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この金額は、土地鑑定士の評価を受けたということを以前にも言

われたんですけれども、その鑑定結果の評価額。

それから、伯耆の国から土地を買わせてくださいという申し入れを受けて、町が売らんといけ

ないメリットといいますか、何でそうするのがいいと判断したのか、そのことについてよろしく

お願いいたします。（「議長さん、一般質問通告受けております」と呼ぶ者あり）

○議長（足立 喜義君） 植田議員、一般質問の通告に入って……。（発言する者あり）昼からの

本会議は、質疑についてはＳＡＮチャンネルは入っておりませんので、そのことも改めて申し上

げておきますけど。提案理由の説明だけが午前中の分までは入っておりますが、午後は入ってお

りませんということで。植田議員、一般質問ですぐ、もう１日、２日で内容がわかるわけですが、

せっかく一般質問された方が前もってみんなわかってしまったらあんまり……。（発言する者あ

り）いいですか……。（発言する者あり）休憩します。

午後１時５０分休憩

午後１時５２分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長でございます。まず、土地開発公社から取得した

金額は先ほど言いましたとおりです。全協の方でも土地鑑定士の鑑定をしたわけではなく、鑑定

士さんに相談をした金額ですけども、平米当たり１万１，５００円でございました。これでいき

ますと、土地開発公社から購入した面積が１万５，２９０．２７平米ございましたので、１億７，

５８３万８，１０５円となります。土地開発公社から取得した金額と１０万円程度しか差がなか

ったということもございまして、一応、町といたしましては、土地開発公社から取得した金額で

伯耆の国さんと交渉をさせていただきました。それで、今回議案に出しております金額は、約１

万５，０００平米のうちから落合集会所用地代４１８万を除いた金額で議案の方へ掲載させてい

ただいております。

あと、この伯耆の国さんへ用地を売るメリットということでございますけども、一応、議案の

提案の下の方に説明もしてございますけども、伯耆の国さんが２４年度からグループホーム、保

育園の指定管理を受けられ経営拡大を図られるということに対して、町としましても伯耆の国さ

んが今後資金面のやりくり等がスムーズに行えるような資産形成の支援ということで、用地を伯

－４９－



耆の国さんの方へお譲りするという格好を選ばさせていただいたものでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第２１号、町道路線の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第２２号、平成２４年度南部町一般会計予算。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 説明資料の方で、２ページ。まず、カーボンクレジット事業です

けれども、これは町が木質バイオマスの冷暖房施設で、木質バイオマスはＣＯ２を排出しないと

いうことになっている考え方で、それをよそから当然出た分買い取る、買ったり売ったりという

ような考え方のようですけども、それを鳥取グリコさんでしたか、との売買を考えているという

ことですけど、私、根本的にこのカーボンクレジットというのがＣＯ２の削減につながるかどう

かということが問題ではないかと思っておりまして、その点……（発言する者あり）私、ＣＯ２

の削減にならないのではないかと考えますが、いかがでしょうかということです。

２ページの、１８７ページの分の公設民営保育園事業ですけども、これは町職員の配置も２４

年度も継続されるようですが、指定管理者として何といいますか、町長の言い方でいいますと切

磋琢磨しながら、民営化保育園と公立保育園が競い合っていくというような考え方をされている

ようですけれども、町職員の派遣をいつまでやるのか、その点について将来的にどんなふうな形

を考えておられるのかを伺います。

それから、４１３ページの防災マップの見直し作業については、これ住民の方が本当、急いで

くれという声たくさん聞きます。この前、私の一般質問で、鳥取県が４月ごろということで見直

し作業が進められるのを待って、それに県と一緒になってやっていくんだということなんですけ

ども、その見通し。できるだけ早くつくるべきだと思いますが、その見通しについてお願いしま

す。

それから、町民生活課の保育料軽減事業といって２，０００万の軽減予算だということを書い

ておられるんですけど、これはどこを基準にして２，０００万の保育料の軽減なのかということ

をお聞きしますので、よろしくお願いします。

それから、４ページの、７２ページの地域振興交付金事業です。５，３５０万７，０００円で

す。この前も議会と振興区の会長さん、副会長さんと意見交換する会がありました。私は……。

意見を言ってはいけませんから……。この費用対効果ですね、いつも言うんですけども丸々税金
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です。この税金に見合う効果と、もう一つは、税金を使うためには公共サービス、住民に対する、

税ですから住民に対して公共サービスを提供するということが税としては求められると思います。

その点でどう評価しておられるのか、その点をよろしくお願いします。

それから、８９ページ。これが、この辺ちょっとずらずらっと並んでいるんですけども、がん

征圧推進事業で緊急雇用で取り組むというのがどういうことなのか、ちょっとよくわからないん

ですが、この緊急雇用は何年継続がされるのか。それで、系統的にがん対策に通じることができ

るのかということをお聞きします。

それから、その下の総合型スポーツクラブ支援事業ですが、これも総合型地域スポーツクラブ

に人的支援をするということで、これも緊急雇用ですけど。この緊急雇用とこの事業とのマッチ

ングといいますか、それで雇用が終わったら何も残らないみたいなことになっては投資と効果が

問題になりますので、その点御説明よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 地域防災計画⋞防災マップの改訂事業ということでございます。レ

ッドゾーンとかイエローゾーン、そういったものは出ておりますので、そういった取り組みはで

きると思いますけども、島根原発事故を想定した対応というのが、今、県が計画しつつあるとこ

ろでございます。やはりこういったものも結果を見て、それから取り組まなければならないのか

なと思っております。はっきりとこういうスケジュールでやるというのは出ておりませんけども、

それが出ましたら早急に取り組んでまいりたいと考えております。

それと、４ページの雇用対策の部分でございますが、もとを言いますと、緊急雇用で国から１

００％のお金で新しい事業の取り組みのための人を雇ってくださいというのが、この緊急雇用対

策事業というものでございます。ですので、会議録作成業務として３人程度ですね、会議録の作

成を進める者でございます。また、古事記編さんは、こういった事業に取り組むために２人の雇

用を図るという、臨時さんの雇用を図るというのでございます。２３年度までは３年間続けてき

ておりまして、２３年度で打ちどめということで来ておりましたが、緊急にまた、これが継続を

するということでございます。何年継続するかということはわかりません。２４年度はこういう

形になったということでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。私の方からは、カーボンクレジッ

トの関係でお答えをいたします。事業説明資料の６８ページにもございますが、ＣＯ２の削減に

なるのかという御意見でございましたが、これはＣＯ２の削減になってございます。役場の方が
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法勝寺庁舎にペレットボイラーを導入いたしましたので、このペレットに従いましてＣＯ２の削

減が図られておりますので、これの図られた削減につきまして鳥取グリコさんに現在協議中でご

ざいますけども、買い取っていただくというようなことを考えております。このカーボンクレジ

ットにつきましては御承知のことと思いますが、これは国際間でも定められておりますし、制度

としてこれは成り立ってございますので、これは有効な手段だというふうに考えております。以

上です。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。保育園の町職員の派遣の話でござ

いますが、現在、１名を派遣する予定で考えておるところでございます。期限につきましてはい

つまでかということでございますが、これは速やかに法人の方ですべてということを考えており

ますので、今年度１年間はとりあえず派遣をしていくということになります。

それから、保育料の軽減がいつからの分と比較してかということでございますが、平成１９年

度の分と比較して２１、２２、２３をやりましたので、平成２０年度の分から比較してそのとき

の保育料基準の方から２０％を減じたと。その結果が２，０００万相当になるということでござ

います。以上です。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。植田議員より地域振興

交付金事業について、交付金の成果、それから、住民へのサービスというようなことにつきまし

ての御質問がございましたので、私の方からお答えさせていただきます。

基本的に地域振興協議会の活動、住民の皆さんへのサービスというのは、これは受け手はもち

ろん住民の方でいらっしゃいますけども、提供者も住民自身ということであります。そして、活

動の一番のベースというのは、やはりどの会長さんもおっしゃいますが安心⋞安全のまちづくり

ということで、例えば防災ですとか、防犯ですとか、交通安全、それから、子供さんの見守りと

いうようなところ、これが地域のベースとなるということで、活動を非常に盛んにやっていただ

いております。それから、さらにその上にみんなが楽しく集って明るい地域をつくるということ

で、コミュニティーの活性化ということでいろいろな行事をされて、皆さんが触れ合う場もたく

さんふえてまいりました。そして、さらにそれらのベースの上に、例えば御近所福祉ですとか、

それから、植田議員さんにも昨年は御出席いただきましたけど地域密着型の敬老会の開催ですと

か、地域に根差した福祉活動というようなものも展開されてまいりました。そして、さらには地

域の環境美化、そして、特産品の開発というようなことも行われておりますので、成果は非常に、
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今、どんどん成果を重ねつつあるという認識でおります。以上であります。

○議長（足立 喜義君） いいですか、植田議員。

○議員（４番 植田 均君） はい。

○議長（足立 喜義君） わかりました。

ほかに。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） １点だけお聞きしておきます。予算説明書の８３ページで、防犯

対策事業というのがございます。金額的なことは申しませんが、この防犯対策事業というのは、

各いろんな集落からたくさん防犯対策について要望が出ているというぐあいに思っておりますが、

金額的にいえば約半額に昨年度よりなっております。今後について、この防犯対策事業について

どのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 防犯対策事業でございます。予算の中で半額と言われましたの

は工事請負費のとこだと思っておりますが、昨年度は非常に多く予算をつけまして、防犯灯の設

置の未設置のところを解消していったということでございます。これは従来積み残しになってお

りましたものを去年のときに、大体、一通りつけさせていただいたと。ことしの予算につきまし

ては新たに振興区の方を通じて、あるいは下阿賀の場合は通じてはございませんが、出てきたも

のに対しての分を計上させてもらったということでございます。

先のことでございますけども、防犯灯はすべて、今回一般質問にも仲田議員さんの方からもい

ただいておりますが、どこでもつけるもんではないと私も考えております。やはり必要性のある

ところ、あるいは町の明るければいいということは確かにあるとは思うんですが、やはりそこに

ある程度の節度が必要であろうと思っております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） お聞きしますので、よろしくお願いします。この議案説明書、き

ょう午前中、総務課長が説明された分で見ますけども２ページに載っております、予算書では４

０８ページとなってます。防災の行政無線のデジタル化ということで、ことしはその設計委託と

いうことなんですが、金額上がってますが、これ実施やった場合、幾らぐらいのお金を想定され

ているのかということがまず１つと、それから、３ページの、説明書では５１５となっておりま

す、法勝寺電車の保存のための修理ということが載ってます。これは恐らく展示は現在のところ
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にされないじゃないかというぐあいに私は思うんですが、恐らくまだ発表にはなっておられませ

んが、今の展示場所と変わったところにされて、構想としてはどこにあるかということが言える

んでしたら、それをお聞かせ願いたいということです。

それから、同じく３ページの中で、１カ所だないですが何点かあるんですけども、いわゆる古

事記編さん１３００年のＰＲのことですね。切手だとか、あるいは劇だったかな、公演ですか、

吉本による、というようなことで予算がいろいろついておりますね。恐らく１，０００万を超え

るんだと、千万単位の総額になると思うんですけども。私は、古事記のそういうことで宣伝され

るのはいいんだけれども、しかし、それに見合ってせっかくお金を投資するんだから、経済効果

というんですか、この南部町のね、それは一体どれぐらい見込んでおられるのかということを、

打ち上げ花火で終わってはお金のばらまきとは言いませんが、あんまり貴重なお金の中でそうい

うことはどうなのかという疑問も持っておるわけなんです。

それから、ここではどこかは載っておりませんけども、予算説明書の中の１４ページに職員の

研修事業というのが載っておりますね。ここで事業の目的としては、複雑化する行政事務に即応

できる職員を育成すると、こういうことは非常に結構なことなんです。ところが、合併当時は１

８０人の職員がいたのを職員の削減で、今、１３０人ですか、５０人の削減ができたと。人件費

が非常に削減できたということは町長よくおっしゃられるんだけれども、しかし、それについて

マイナス５０人がそのままだなくて、臨時だとか、あるいは非常勤のそういう職員で賄っておら

れると思うんですよ。その人はずっとその場所、永久に町の職員ですか、町の業務をやられるわ

けだないんでしょ。ということは、そういうポストにおられるのが貴重な経験、あるいは体験を

されたことを、このこともやっぱり引き上げることをやらないと、住民サービスが欠けるんじゃ

ないかと思うんですよ。人件費は確かに削減できた、しかし、住民のサービスについては非常に

大きな、大きなというとまた語弊があるかもしらん、マイナスが起こってるわけなんですよ。そ

ういう点からいって、私は今の職員削減ということについて、まだ町長は何人だかに１人充てる

と、まだ理想が進むようなこと言っておられますが、このことについてどういうぐあいに考えら

れるのか。私は、そういう臨時的な人の職員についての何というんですか、ノウハウというもの

を大いに高めることが必要だというぐあいに思います。

それから、ページ拾ってたんですけど、どこだったかなとメモしておったですけど、それがあ

れで申しわけないんだけれども、１つ、地域振興協議会のことで聞くんですが、私が一般質問で

何回か上げた中で、地域振興協議会は全国に先駆けてやってる非常に先進的だというぐあいに答

弁が返ってきておりますね。ところが、今回予算で見ますと、よそのところに研修だか視察だか
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行くということ。なぜそんなことをやられるのか、非常に疑問を感じるんですよ。その意味、具

体的に何を学ぶかということをお聞きします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。職員研修事業に絡めて、臨時、非常勤を正

職員に採用したらということでございます。なるほど合併のときは１８０人強おりましたが、今、

１３０人弱になります。５０人程度の職員が削減しました。その成果は財政的な改善が図られて

おります。やはりこういったことも進めなければなりませんし、１３０人の職員でやっぱりその

職員が仕事の仕方を変えていかんといけんのかな。とにかく役場の職員じゃないとできない仕事

と、事務といいますか、そういった形でほかの人でもやっていただけるような仕事を分けていき、

やはりこの業務に関するようなところについては職員が能力を発揮する。その能力を発揮するた

めに、やはりこういう研修を積んでスキルアップを図るというものでございますし、やはり定型

的な業務といいますか、事務といいますか、そういったところは広く皆さんに負っていただきた

いというふうに考えておりまして、その少なんなった職員で町を回すためには、ぜひともこの研

修というものを大事にしたいと思っております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。私の方からは、古事記の１３００

年の事業につきまして御質問がございました。経済効果や、それから、打ち上げ花火ではいけん

というようなことでございますが、どうかということでございます。

詳細には事業別の説明書で３７４ページ、３７５ページに、２４年に行いますものにつきまし

ては御提案をしておるところでございます。このほかに吉本新喜劇の公演だとか、あるいは切手

の販売だとか、記念切手だとか、ＰＲ大使だとか、そういったさまざまな事業をこのたび仕組ん

でおります。やっぱり一過性ではならんということで、このことをして終わりだということでは

なくて、これからもずっとこの古事記１３００年にかかわりますものをそういう精神というんで

しょうか、そういったものは引き続きつなげていかなければならないと思っております。産業の

活性化だとか、交流人口だとか、町の魅力だとかですね、そういったものをこれを契機にしてみ

ずから住んでいる我々、町民の方も含めて我々も南部町の魅力というものを改めて、この平成２

４年度のいろんな事業を通じて知っていただきたいし、見つめ直していただきたいというふうに

考えておるところでございます。町民の皆さんとのかかわりというものが、やっぱり大事になろ

うというふうに思っております。

経済効果というのは幾らになるかということの試算はしてございませんが、そういうような考
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えのもとに、町民の皆さんと一緒になって古事記１３００年の取り組みを進めてまいりたいとい

うふうに思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。法勝寺電車の保存修復についての御質問が

ございました。事業説明書の５１５ページにも記載をしてございますけれども、本年度、今、西

伯小学校の校門入り口付近に保存してございます法勝寺電車の塗装、改修工事を本年度に行うこ

ととしてございます。

その以降の設置場所ということでございますけれども、この設置場所につきましては２４年度

に教育委員会、あるいは文化財保護審議委員会等と御相談申し上げながら、有効的に住民の皆さ

んに親しまれる場所を選定をしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。研修についてのお尋ね

でございましたのでお答えをいたします。先ほど植田議員の御質問にもお答えしましたけども、

非常にうちの振興協議会というのは全国的にも注目されておりまして、昨年は北海道から九州ま

で４件ぐらいですか、視察もお受けしたところでございます。各分野で活動にバランスがとれて

おるというところが、これまた、自画自賛ではございませんけどもすばらしいとこだと思ってお

ります。

それで、研修につきましてなんですが、これは会長さん方と御相談してそのように予算も上げ

させてもらいましたが、議員もしかりだと思いますけども、幾ら先進的であるとか、ほかよりす

ぐれているといいましても、ではこれ以上他者から学ぶことはないというようなそんな考えは７

協議会の会長さんも、それから、担当しております私どもも思っておりません。やはりいいとこ

ろは学ぶということでございます。よその例を見ておりますと、今回研修を想定しておりますと

ころは自主財源の確立ですとか、そのことで雇用をつくり出したりとか、そういう部分は非常に

すぐれた活動をなさっております。ですから、今後もし可能なら、毎年いろいろそういうすぐれ

た部分をお持ちのところに勉強に行かせていただきたいというふうに思っておる次第でございま

す。何年たちましても学び続けて地域をよくしていきたいという趣旨で、御理解願いたいと思い

ます。

それから、協議会ができましてもう何年かたちまして、一つ、一定の、先ほど申しましたよう

に一定の成果も上がってきました。活動も定着してきました。これからさらに次のステップとい

う趣旨で、もう一回勉強をし直そうじゃないかという趣旨でございますので、よろしくお願いい
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たします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。職員のことについて植田議員も亀尾議員もお尋ねに

なりますので、ちょっと私の方から、総括的にちょっと話しておきたいと思います。

きのうの施政方針でもお話をいたしましたけれども、今後、さらに交付税の削減が確実にやっ

てきます。南部町は交付税など、いわゆる依存財源の非常に高い町だということももうきのう言

ったとおりであります。こういう中で、合併をしてさらなる発展を目指してきたわけです。この

合併をして１万２，０００人程度の類似団体がどの程度の職員数でやっているのかということを

考えてみますと、１２０人以下でやっているわけです。ということは、住民１００人に１人以下

ということであります。したがって、１８０人の職員数は確実にオーバーしておると。ですから、

１２０人以下に私はまず考えております。もっともっと頑張らんといけんというように思ってい

るわけです。

それから、臨時や非常勤がなれちょうだけん、それ正職員にすればいいのではないかというよ

うなことなんですが、地方公務員の身分を獲得するには地方公務員の資格取得試験を受けて、そ

こで皆さんが公務員の身分を獲得することになっております。これはもう御案内のとおりなんで

すよ。３年やってもらったので採用してもいいのではないかなんて私がやったら、それこそ批判

ごうごうで大変なことになる。そういうことはしてはならないわけであります。ルールの中で身

分を獲得するような仕組みになっているわけですから、御存じですからあえて知っておっても言

われているだろうと思っているんですけれども、臨時さんや非常勤を正職員にするというような

道はありません。それから、臨時さんは１年たてば、半年を２回ですね、繰り返して１年たてば

これで職を失われます。それから、非常勤の場合は３年であります。３年ということを一つのめ

どにしてやっているわけです。したがいまして、３年たてばこれも身分を失ってしまわれるわけ

であります。３年やった人と、ことし初めて入った人が一緒ではどうかなというような御意見も

いろいろ、この間、中でいただきましたので、段階をつけて処遇はしていこうということでする

わけであります。そこの辺を間違いのないように、誤解がないように御理解をいただきたいと思

います。何にもかんにも、どうも一緒に考えておられるので、整理がつかんやんなっとうのでは

ないかなと思って聞かせてもらいましたので、あえてちょっと答弁させていただいておきます。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 済みません、１点漏らしておりました。防災無線のデジタル化

のことでございますが、金額はどのくらいになるかということでございますが、２４年度にその

－５７－



実施設計、実施業務を提案させていただいてますので、そのときに全体の金額はどのくらいにな

るかというようなところが判明いたしますが、ざっと３億ぐらいなというようなところは、他町

村なりいろいろなところを見ますとそういった数字はございますが、これまだ未定でございます。

以上です。

○議長（足立 喜義君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 再度、お聞きします。まず、町長から答弁あったんですが、私も

町の職員は公務員の試験の資格を持たなければ、もちろん正職員には採用なんてできないという

ことはよくわかってる。私が言いたいのは何が言いたかったというと、つまり、職員の削減され

た分で、総務課長だったかな、さっき答弁があったかな、正確な言い方から外れるかもしれない

けど、行政としての責任あるというか、ちょっと誤解があったらいけませんけども、つまりいえ

ば、下働きというと、また、これ語弊があるかな、とにかく肝心なかなめのことは町職員でやる

けども、そうでない、もし言い方が間違っておったらごめんなさいよ、外れとったら、責任がな

いとおかしいかな、重要ポイントでないところについては、臨時だとかそういうことで仕事をや

ってもらうんだということだったんですけれども、私は根本からいえば、行政がやるべき仕事と

いうのは住民のサービスに対して責任を負うということからいえば、もちろんあれですよ、研修

事業いうのは必要なんです。私はこれを否定するものではありません。ただ、そういうことから

いえば、やはりきちっとした職員を雇って責任のある仕事ができるということをやるべきだとい

うことを、そういう気持ちで言ったのでありまして、決して私は３年たったら正職員にしなさい

とか、臨時の人が経験が積んだからもう正職員にしなさいなんて、そんなつもりで聞いたのでは

ありませんので。

それから、これなんですけども、古事記のことで事業をやられるんで、１つは、費用対効果と

いうことを私はある程度やっぱり考えるべきではないかなということなんですよ。南部町を知っ

ていただきたいということもそれは大事なんだけども、しかし、お金をつぎ込んだ以上はそれに

見合うことをやっぱり概算というんかね、見込んでやることが必要だということなんですよ。私

は、本当に限られたお金を有効的に使うには、そういうことをやるべきだというぐあいに思うん

です。

あえて聞いたのは電車なんですけど、電車のこともあの場所行っても、なかなかそこまで入っ

てこういうものがあったんですかということで、お客さんというんですか、側で見る人、来る人

は少ないと思います。だから、いい場所にぜひ展示して来町者をふやしていくことをお願いする

とあわせて、古事記１３００年のも、もっと何というんですか、将来的なことも十分に考えて、
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決して安易だとは私は申しませんが、経済効果がこれだけを期待してできるんだというそういう

ことの裏づけをもって、やはり予算立てをすべきだと思うんですが、再度、もう一度、その１３

００年のことについて、もうちょっと深く答弁を願えればと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。貴重な税金を使ってさまざまな事業を展開するわけ

でありまして、おっしゃるように費用と、そして効果というものは、当然、考えて予算も組まな

ければいけんと、要求しなければいけんということは御指摘のとおりでございます。例えばです

けど、この事業説明書などの様式を見ていただいても今年度の目標だとか、効果、評価といった

ようなスタイルになっておりまして、職員の中には、当然、この予算書を予算要求する段階から

費用と効果と、そして、その評価といったものについて、一つの流れの中で意識をするようなこ

とに変わりつつあります。これ、私も長いことやっておりますけれども、こういう事業説明書は

かつてなかったわけであります。こういうことに徐々に変えてきているという、ここは努力を御

理解をいただきたいと思います。

それで、ちょうどこの古事記１３００年の経費と、２，０００万使って何ぼ効果が上がるだと

いうことについて検証する手だてが今のところございません。ただ、総合的に南部町に直接的に

は古事記の１３００年に事寄せて来ていただいて、そして、町内に宿泊していただくだとか、あ

るいはお土産物を買っていただくだとか、そういう具体的なことを試算しませんと、効果という

のの試算もなかなかできないわけであります。そういうことで、なかなかこれは難しいわけです

が、確実にこういう機会をとらまえて宣伝をしていくことによって、南部町の認知度というもの

が非常にこれは高くなるというように思っております。都会の方に行って、南部町言ってもなか

なか知っていただいておらんということですから、例えば新聞広告だとか、あるいはテレビなど

でそういう広告を打てば、これは何百万、何千万の世界だろうと思いますけれども、そういう経

費がかかるわけですから、このような１３００年を契機にさまざまな取り組みをして、南部町を

知っていただく人が１人でも２人でもふえれば、これは経済効果があったというぐあいにカウン

トせざるを得ん、したいわけであります。なかなかそこは具体的な数字で示すことは、これは非

常に難しい。できないことを言われてもなかなか答えにならんので、こういう答弁しかできませ

んけれども、御理解をいただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

１２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 予算書の３８ページです。合併事業費としてコミュニティバスが
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計上されていますが、議案説明書の中の８６ページ、これを見ますと運行収入が収入の明細の中

に出ています。運行収入というのは、２４年度、約１２０万減額になっています。それから、事

業実績、これを見ますと２０年をピークにして乗車延べ人数が２１年度は約２，０００人、２２

年度は２１年度に対して１，０００人減っています。つまり、出すお金はふえる、それから、乗

る人は減っていく。町の人口が減ってきますので、このバスが乗車数がふえるということは僕は

ないというふうに思います。町長も議案説明の中で、この公共交通について述べておられます。

少し見方を変えてデマンドバス制度の導入とか、いろんな見方を変えてみなければ、なかなか皆

さんに納得していただけるような公共交通の体系にならないのではないかなというふうに考えて

います。どのような考えの中で２４年度の予算を構築されたのか、その辺について伺いたいと思

います。

それから、その下の段ですが雇用対策費。これは前年度に対して７，５００万円の減額の予算

が計上されています。この緊急雇用対策というのは、たしか１０分の１０の事業が多かったと思

いますが、なぜ今年度はこのように減ったのか。制度が変わったのか、あるいは町が希望するよ

うな施策がなかったのか、その辺について伺いたいと思います。

それから、予算書の６６ページです。予算書の方です。農業振興費として、負担金、補助及び

交付金で細かく書いてありますが、この中で汗かく農業者支援事業負担金補助及び交付金、これ

が３００万円計上されています。これは前年度が５００万円でしたから２００万円の減です。そ

れから、ずっと下がっていただきましてイチジクの件も、これは９万８，０００円出てます。こ

れも前年度が２２万７，０００円でしたから約５０％の減です。それから、はぐっていただきま

して次世代鳥取梨産地育成事業、これも前年度が９８２万７，０００円でしたので、計上されて

いる予算が５００万円ですから約５０％近く減ってます。このイチジクとナシというのは、町の

特産品として位置づけられています。手を挙げる方が少なかったのでこういうふうになった、説

明されればそれまででありますが、しかしながら、特産品に対して非常に町の施策は少し厳しい

のではないか。例えば補助率が高いから手が挙げられなかったとか、あるいは後継者がいないの

で、例えば網掛けの事業ですね、これは３分の１は個人負担になります。６００万円の事業費で

３分の１ですから２００万円。やはりそれが個人の方ではなかなか難しいからできないというよ

うなこともあるかと思います。特産品というなら、もう少し心がけた補助制度が必要ではないか

なというふうに思います。なぜならば、このままでいけばナシもイチジクもやがて特産品では量

的になくなってしまうような気がしておりますので、そこの辺の考え方をぜひ伺っておきたいと

いうふうに思います。以上です。
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○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。コミュニティバス、ふれあいバス

の関係でございますが、どのような予算立てかということにつきましては、若干、前年に比べま

して委託料がふえております。ルートを一部変更、ぐるっと天萬側の潮医院の方を回るような、

そういったルート変更を若干してありますので、その関係でちょっと経費の方はかかるようなこ

とでございますが、大体、公共交通につきましてはふれあいバス、大変喜んで使っていただいて

おりますが路線バスの乗車も年々下がっておって、手間振興区なり富有の里振興区の皆さんで御

内谷線の乗車運動や、あるいは南さいはくの方でも共助の取り組みをしていただいているところ

でございます。ですが、路線バスの方も乗車率の方減少しておりますし、抜本的な総合的なとい

いましょうか、そういったような交通体系の見直しといいましょうか、そういったような検討を

公共交通会議の場で詳細に検討を図りながら、２４年度に検討を重ねていきたいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。予算書の６６ページ、農業振興費についての御質問

がありました。これにつきましては、まず、項目的には汗かく農業者支援事業、５００万が３０

０万になったということでございますが、これは確かに産業課の方もいろいろＰＲはしてきてお

りますが、実際に事業をされる方が限度額いっぱいを使われずにある程度絞ったといいましょう

か、そこまでの金額を使わなくても事業ができるというような形で現在ずっとしておられますの

で、その件数と見直したということで下がったということでございます。本来ですと限度いっぱ

い使っていただくのが一番いいのかと思いますけども、これ御本人さんの事業計画の中で手出し

の金額でいろいろ考えられた上での積算ですので、なかなか難しいのかなというふうに思ってお

ります。

それから、イチジクにつきましても、先ほど言われましたように特産品ということでＰＲをし

ておるわけでして、どんどんこちらの方も仕掛けていって面積の拡大なりをしなくてはいけない

んですが、なかなか今の農業情勢といいますか、若い人でしていただく方がなかなか見つからな

い、後継者がないというようなことから、実は大変苦慮しているところではございます。ですが、

毎年少しでも改植なり新植なりをしていただいて持ち上げていくと、ふやしていくという努力を

しているというところで御理解をお願いしたいというふうに思います。

それから、次世代につなぐ地域農業バックアップ事業ですけども、これはその年によりまして

集落が導入される機械によって単価は変わってきますので、大幅に金額が変わると思います。コ
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ンバイン１台入れられますと６００か７００かかる場合がありますし、トラクターですと３００

万ぐらいで終わる場合もありますので、金額ばっかりでの話にはちょっとならないのかなという

ふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。３８ページ、雇用対策費の関係でございま

すが、昨年は１億１２２万８，０００円としております。これには緊急雇用創出事業４，９６５

万２，０００円が、平成２４年度は２，６００万となっておりますし、ふるさと雇用再生特別交

付金事業というのが５，１５７万６，０００円ございましたが、これはゼロとなっております。

この２，６００万なりゼロというのは向こうから来ます限度額といいますか、枠でございますの

で、枠いっぱいは使っております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） １２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） どうもありがとうございました。公共バスの件につきましては、

例えば小学生、あるいは小学生が利用してますので、朝晩というのは確かにいっぱいですが、日

中はそんなに乗っておられません。みんなが使えるバスではなくて、みんなが使いにくいバスと

いうような発想でデマンドバス方式を取り入れたらどうでしょうかね。例えば予約しなければ走

らないというような方法をとらなければ、いつまでも乗車数追っていっても私は決して、私の意

見になってしまいますけどふえないと思いますので、そういう方向をそろそろ考える時期に来て

るのではないかなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。秦議員の御提案でございますデマ

ンドバスなども検討してまいりたいと思います。総合的に検討する素材というんでしょうか、課

題だというふうに思います。また、乗り合いタクシーとか、そういったような手法というんでし

ょうか、そういったものもございますし、調査研究をしてまいりたいというふうに思います。以

上です。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） １点だけ質問したいと思います。説明書では１９７ページで、総

務課長の説明資料では８ページに載っております。生活保護の関係なんです。１年で４，５７１

万もふえてます。国も、すごくこれが、生活保護費が伸びておりますけども、それと同じような

感じで南部町もそういう傾向にある。また、その対策はどのようにされているのかと。

それから、もう１点は、それと同時に教育現場でも準要保護、保護とかあろうと思います。こ
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れらでセーフティーネットをきちっと図らんと、どうしても国の方向でふえれば生活保護はふえ

続けるので、総合的な資産を持って考えたり、いろんなして、要は現金収入がないと、だけど、

資産があるというような雰囲気で、大変な厳しい状況に今置かれてんじゃないかなと思ってます

けども、その辺のセーフティーネット関係は町としてはどのように思っておられるのか、お聞き

したいと思います。

○議長（足立 喜義君） 福祉事務所長、頼田光正君。

○福祉事務所長（頼田 光正君） 福祉事務所長でございます。生活保護費の扶助の予算額が多く

なっておるということですけども、南部町は２３年度から福祉事務所を開設させていただいてお

りますけども、そのときに南部町内の生活保護世帯が２３年の３月末ですけど４８世帯、６８人

から始まっております。今、２月末現在で５３世帯、７６人という状況でございます。全国的に

見て保護世帯の数がふえているというのは、全国的には言われておりますけども、南部町の場合

は分母が少ないもんでして、一概には全国的な動向と同じという格好にはならないと思いますけ

ども、申請件数としましては１１件ありまして、保護開始を８件、施設等に入られたり町外に出

られたりして廃止になった場合、件数は３件等ございますので、増減がありますので難しいとこ

ろですけども、大体に傾向といたしましては病気で働けない世帯と、それと、あと離婚等により

まして小さい子供さんを抱えておられて、なかなか仕事につけないというような世帯等が多いん

じゃないかなと思っております。南部町内の今現在保護を受けておる世帯としましては、どっち

かいうと高齢者世帯と障がいのある方の世帯が多いというふうに把握しております。なるべく申

請相談、相談をしっかり受けさせていただいて必要な制度等につなげながら、最後は生活保護で

支援すると。それまでは自分の資源とか、いろいろな能力を活用していただきながら、南部町内

で生活していただけたらなと思っておりますので。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。児童生徒の就学援助の関係でございます。

御承知のように要保護世帯につきましては、要保護児童生徒につきましては、いわゆる生活保護

基準を算定にしてございます。それと、準要保護につきましては、その生活保護基準の約１．５

倍額の基準でもって教育委員会の方では運用してございます。その援助内容でございますけれど

も、学用品、給食費等々の援助を行ってございます。昨今の要保護の人数でございますけれども、

大体、１けた台で推移をしてございます。小⋞中学校合わせて１けた台。それと、準要保護につ

きましては、大体、８０人前後で推移をしている状況でございます。そういう意味では福祉事務

所の方と連携をとりながら、該当者の皆様方には連絡を申し上げながら申請を賜っているという
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ことでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 南部町に去年から福祉事務所ができまして、こういう世帯、こう

いう人たちは大変喜んでおられると思います。今まで米子管轄でございましたので、遠いし、行

きにくいし、なかなか敷居が高かったということもあったと思います。ぜひともこれがきちっと

したいい制度になりますよう希望します。また、これが、大人は自分で行って口で言われますけ

ど、一番かわいそうなのは子供なんですね。こういうのをぜひとも学校の現場の先生方がその生

徒の変動、変化を上手に感知されて、早目の手当てを素早くできるよう要望いたしまして終わり

ます。

○議長（足立 喜義君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をいたします。再開は３時１５分であります。

午後２時５４分休憩

午後３時１５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

議案第２３号、平成２４年度南部町国民健康保険事業特別会計予算。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） １７ページの特定健康診査等事業費ですけども、これが対前年比

で２１万１，０００円の増額ですけれども、健康診査の充実というのは今のがん征圧宣言との関

係もありますし、町民の健康づくりの観点からも重要だと考えますけれども、この予算で十分だ

という考えでしょうか。そのほか、何かいろんな形での組み合わせで町民の健康診査をフォロー

していく考え方があるでしょうか。その点、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。国保会計の特定健康診査事業ということで

ございますけれども、平成２３年度は、若干、保健師の数が不足しておりまして健診時の指導体

制が十分でなかったということで、平成２４年度は保健事業団の方に問診等の保健師は委託に出

すことにしまして、町内住民とのかかわりを持つ部分での指導体制の方で町の保健師を使ってい

くような話はしております。以上です。
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○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 今の説明ではちょっとよくわからないんですけれども、２１万１，

０００円のこの予算で本年度の保健事業が回っていくのかということを尋ねておりまして、もう

少し詳しく説明をしていただけますか。

○議長（足立 喜義君） 休憩します。

午後３時１８分休憩

午後３時１９分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

町民生活課長、加藤晃君。

○町民生活課長（加藤 晃君） 町民生活課長でございます。昨年と比較して２１万１，０００

円ふやさせていただいております。昨年の実績から比べるとこの事業はちょっと少なかったもの

ですから、ことしはこの満額を使って、なおかつ、足らなければ補正でもさせてもらうという気

持ちでおりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第２４号、平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第２５号、平成２４年度南部町介護サービス事業特別会計予算。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） これは今回、ゆうらくの土地の売却にかかわる関係する予算と思

いますが、繰入金として１億７，１５５万７，０００円、そして、寄附金を減額３，１５１万８，

０００円で、歳入合計１億４，００３万９，０００円が歳入となっておりますけども、その１億

７，０００万余りは先ほどの土地の売買のところで出てきました伯耆の国からの土地代が入るも

のではないでしょうか。その点の確認と、それから、マイナス３，１５１万８，０００円を減額

するのはなぜかという点が２つ目の質問です。

そして、歳出はこれまでの公債費の償還財源ということで、そういうことですねという確認で

す。その３点をよろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。３点の御質問にお答えしてまいります。
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まず、１点目のゆうらくの土地の売却代かということですけども、財源は。そのとおりでござ

います。

２点目の寄附金がマイナスということでゼロ円になっておりますけども、これは先日の全員協

議会でも御説明いたしましたように、平成２３年度をもって寄附をすることはやめるということ

を御説明したと思いますけど、それに伴ってここがゼロ円になっております。

３点目の御質問ですけども、歳出側は最初の説明でも申し上げましたけども、まだ繰り上げ償

還等の詳細について財務事務所と協議が済んでおりませんので、これは暫定的に土地を売った金

額を全額ここに充て込むような格好で予算をしておりますというところです。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 町長にぜひともお答え願いたいんですけども、町が１００％出捐

している団体の土地をどうして売らなければならないんでしょうかという、素朴な疑問が町民の

皆さんから聞こえるんですよ。何で売らないといけん……（「植田議員、質疑だけして」と呼ぶ

者あり）ということをぜひ町長の答弁お願いします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） この問題については先ほども申し上げたとおりでございまして、一般質

問の通告をいただいておりますから、その場ではっきりとお答えをいたします。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次、議案第２６号、平成２４年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第２７号、平成２４年度南部町建設残土処分事業特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第２８号、平成２４年度南部町墓苑事業特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第２９号、平成２４年度南部町農業集落排水事業特別会計予算。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 農業集落排水事業だと思いますけど、ちょっと間違っておったら

済みません。（発言する者あり）兵庫県からの浄化水を持って戻って、今の汚泥、汚泥の減容化

と臭気対策に効果があるということの説明だったと思いますが、減容化でどの程度、そして、無

臭に近い状態になるんだろうと思いますけども、その減容化の容積がどれくらいになるのか、効
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果について御説明お願いします。

○議長（足立 喜義君） 上下水道課長、真壁紹範君。

○上下水道課長（真壁 紹範君） 上下水道課長です。議案説明資料の５９１ページに記載してお

りますけれども、農業集落排水事業で平成２４年度に兵庫県養父市の処理水、酵素水と養父市は

呼んでおりますけれども、昨年１１月に大山町と日吉津村、それから南部町、町村長さんと一緒

に事務局とあわせまして視察に参りまして、日帰りでございましたけれども、その効果等を確認

してまいりました。

養父市は公共下水の方に集中の処理施設を持っておりますけれども、その処理汚水を一定の処

理をいたしまして、普通、塩素殺菌をして放流するわけでございますけれども、現在、その塩素

殺菌をしなくても放流できるという状況まで大腸菌を減らしているという状況でございます。そ

の処理水については、多少飲用までできるということで飲んでもらった方もありましたけれども、

そういう状況までなっておりまして、また、その処理水を養父市は旧養父郡がつくりましたし尿

処理場を持っておりまして、し尿処理場を運用しておるわけですけど、非常ににおいがし尿でご

ざいますからあるわけですから、そこに点滴をしておりまして臭気をほぼ減容しているという状

況を確認してまいりまして、既に大山町の方は試験的に小さな処理場で平成２２年度から実施し

ております。

南部町の場合も、あくまでもこれは２４年度から行いますのは試験ということでございまして、

小松谷処理場を予定しておりますけれども、点滴ポンプと、それから、タンクを設置いたしまし

て定期的に点滴をしていくということでございます。そのために無料でございますので、養父市

からの処理水を受けるという費用はかかりませんので、搬送費用はかかるということで搬送経費

等を組んでいるということで、大体、７０万円程度の費用を年間で見込んでおるところでござい

ます。初期投資がポンプとタンクのお金がかかるということでございます。

山水園の方にも町長が直接話しかけられまして、山水園は臭気が非常に出ておるという関係で、

山水園の臭気減容にも非常に役立つのではないかということで、山水園の方も直接大山町の方に

問い合わせて取り組みをしたいという考えを持っておられますが、そういう山水園と同一歩調を

とりながらでも、この臭気減容と汚泥減容を実施できたらと思ってます。

臭気は確実に減容できると考えておりますけれども、汚泥につきましては今の実績では養父市

では、大体、７割程度に減容できてるという実績が上がってるということでございました。その

辺を確認しながら、今後、汚泥減容の取り組みを広げていくという方向で考えておるところでご

ざいます。以上でございます。
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○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この処理水というのが一たんもらって帰って、それをこちらで培

養することができないだろうかというようなことは、技術的には難しいもんでしょうか。酵素水

ということですけども、もしわかれば答弁をお願いします。

○議長（足立 喜義君） 上下水道課長、真壁紹範君。

○上下水道課長（真壁 紹範君） 上下水道課長です。現状ではこの権利といいますのは、このシ

ステムを開発したところが直接養父市が委託している会社が行っておるわけですけれども、まだ

特許等の申請をしているというものではありませんけれども、現状はこの処理水を琵琶湖等のい

わゆる富栄養化に対しても効果があるということで、琵琶湖の方からとりにきておられるという

現状がありまして、１日に相当な数を放流しているものですから、ただのものですから、それを

持って帰るということでございまして、それを培養しようとすると、また初期投資等が検討しな

ければいけませんので、今のところは培養等をするという考えで望んでるわけでありませんで、

この処理水について無料で受けて、それを臭気減容と汚泥減容に確認するという試験的な取り組

みをまず始めるということで考えております。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第３０号、平成２４年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第３１号、平成２４年度南部町公共下水道事業特別会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第３２号、平成２４年度南部町水道事業会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第３３号、平成２４年度南部町病院事業会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 議案第３４号、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計予算。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） お諮りいたします。上程されました議案についての議案説明は終わりま

したが、質疑を保留のまま、会議規則第４９条の規定により、８日の会議に議事を継続したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、上程されました議案は、８日の会議に

議事を継続いたします。

⋞ ⋞

○議長（足立 喜義君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といたし

ます。

また、明日７日は定刻より、一般質問を行う予定でありますので、御参集をお願いいたします。

どうも、御苦労さんでした。

午後３時３４分散会
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